
(氏名 ）

(4)調査に係る犯罪による被害の実情についての認識，当該犯罪に至った自己の問題性

についての認識及び当該犯罪を悔いる気持ちの表れと認められる言動

【評議において口検討を要する】
－ ●ー

(5)被害者等に対する慰謝の措置の有無及び内容並びに当該措置の計画及び準備の有無

及び内容

【評議において口検討を要する】

(6)釈放後の生活の計画の有無及び内容その他の健全な生活を確保するための行動の有

無及び内容

【評議において口検討を要する】

I

(7)調査に係る犯罪の罪質，動機，態様，結果及び社会に与えた影響

【評議において口検討を要する】

/へ、

(8)釈放後の生活環境

【評議において口検討を要する】

(9)悔悟の情及び改善更生の意欲

【評議において口検討を要する】

婦人補導院からの仮退院に係る調査の結果．
l 婦人補導院における補導の成績

【評議において口検討を要する】

2保護観察に付することの相当性

（1）婦人補導院における補導への取組の状況並びに補導の経過及び効果

【評議において口検討を要する】

(2)婦人補導院の遵守事項に違反する行為の有無及び内容その他の婦人補導院における

生活態度

【評議において口検討を要する】

角

(3)釈放後の生活の計画の有無及び内容その他の健全な生活を確保するための行動の有

無及び内容

【評議において口検討を要する】

(4)性格，年齢，経歴及び心身の状況

【評議において口検討を要する】

(5)釈放後の生活環境

【評議において口検討を要する】

(6)保護観察において予定される処遇の内容及び効果

【評議において口検討を要する】

(用紙日本工業規格A4)



）(氏名

(7)婦人補導院において予定される処遇の内容及び効果

【評議において口検討を要する】

(8)調査に係る犯罪を悔いる気持ち及び当該犯罪に至った自己の問題性についての認識

の表れと認められる言動の有無及び内容

【評議において口検討を要する】

(9)調査に係る犯罪の罪質，動機，態様，結果及びその社会に与えた影響

【評議において口検討を要する】

不定期刑の終了に係る調査の結果

l 性格，年齢，経歴及び心身の状況

【評議において口検討を要する】
内

2家庭環境及び交友関係

【評議において口検討を要する】

3刑事施設における矯正処遇への取組の状況並びに矯正処遇の経過及び効果又は少年院

における矯正教育への取組の状況並びに矯正教育の経過及び成績の推移

【評議において口検討を要する】

4 反則行為又は紀律に違反する行為の有無及び内容その他の刑事施設又は少年院におけ

る生活態度 ．

【評議において口検討を要する】

5 帰住予定地の生活環境

【評議において口検討を要する】

6釈放後の生活の計画の有無及び内容その他の健全な生活を確保するための行動の有無

及び内容

【評議において口検討を要する】
緯、

7 調査に係る犯罪の被害の実情についての認識，当該犯罪を悔いる気持ち及び当該犯罪

に至った自己の問題性についての認識の表れと認められる言動の有無及び内容

【評議において口検討を要する】

8被害者等に対する慰謝の措置の有無及びその内容並びに当該措置の計画及び準備の有

無及び内容

【評議において口検討を要する】

9調査に係る犯罪の罪質，動機，態様，結果及び社会に与えた影響

【評議において口検討を要する】

10被害者等の感情

【評議において口検討を要する】

(用紙日本工業規格A4)



(氏名 ）

11 10に掲げるもののほか，収容期間及び不定期刑の執行を受け終わったものとする決定

をするかどうかに関する関係人及び地域社会の住民の感情

【評議において口検討を要する】
●

12裁判官又は検察官から表明されている意見

【評議において口検討を要する】

退院に係る調査の結果

1 性格，年齢，経歴及び心身の状況

【評議において口検討を要する】

2家庭環境及び交友関係

【評議において口検討を要する】
/一、

3少年院における矯正教育への取組の状況並びに矯正教育の経過及び成績の推移

【評議において口検討を要する】

4紀律に違反する行為の有無及び内容その他の少年院における生活態度

【評議において口検討を要する】

5保護者の監護の意欲及び監護能力

【評議において口検討を要する】

6 5に掲げるもののほか，引受人の状況，親族との関係その他の出院後の生活環境

【評議において口検討を要する】

7 出院後の生活の計画の有無及び内容その他の健全な生活を確保するための行動の有無

並びに内容

【評議において口検討を要する】

角
8調査に係る非行の内容，動機及び原因並びに社会に与えた影響

【評議において口検討を要する】

9調査に係る非行の被害の実情についての認識， 当該非行を悔いる気持ち及び当該犯罪

に至った自己の問題性についての認識の表れと認められる言動の有無及び内容

【評議において口検討を要する】

10被害者等に対する慰謝の措置の有無及び内容並びに当該措置の計画及び準備の有無及

び内容

【評議において口検討を要する】

11被害者等の感情

【評議において口検討を要する】

委員年 月 日 印作成日

(用紙日本工業規格A4)



記載要領

1 審理の種類に応じ該当する欄を記載し，不要な欄は削除すること。

2調査の結果の項目ごとに，評議において検討すべき問題があるか否かを判断し，検討

を要する問題がある場合は， 「検討を要する」の□にし印を付すなどすること。

なお， レ印を付した項目については，評議において検討すべき内容やその前提となる

事実等を簡潔に記載すること。

3 「少年院からの仮退院に係る調査の結果」の「1 少年院における処遇の段階」欄に

は，調査の時点における処遇の段階を記栽するほか，調査対象者の処遇の段階が1級の

上に達していない場合には，その努力による成績の向上に関する事項についても記載す

ること。

4記載に当たっては,別紙様式5の記載要領12次に掲げる略号を用いて差し支えない。

角
ノ

ノ

内



別紙様式8

求生活環境調整
聿
冒

0－

年 月 日

保護観察所長殿

（ 支部・駐在官）

地方更生保護委員会

次の者について，下記のとおり生活環境の調整を求めます。

へ
氏 名 （ 年 日生）月1

本 籍2

矯正施設名3

帰住予定地4

求める調整の内容

口現在の帰住予定地又は引受人に関する調整

5

口並行調整

帰住予定地

引受人
角

□その他の調整

生活環境調整状況通知書提出期限 年 月 日6

参考事項7

(注意） 「5 求める調整の内容」棚には，事例に応じ該当する□にし印を付すなどし，その具体的な

内容を記縦すること。

(用紙日本工業規格A4)



別紙様式9

仮釈放等検討結果記録

年 月

雲-地方更生保護委員会

委員

委員

委員

日

印
印
印

審理対象者

氏 名

矯正施設名

事件番号

（ 年 月 日生）

（ ） －

仮釈放に係る検討結果

虜、

1 悔悟の情□あり □なし

(審理に係る犯罪による被害の実情についての認識， 当該犯罪に至った自己の問題性に

ついての認識及び当該犯罪を悔いる気持ちの表れと認められる言動）

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

2改善更生の意欲□あり □なし

(1)被害者等に対する慰謝の措置の有無及び内容並びに当該措置の計画及び準備の有無

及び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

'へ

認定：口問題なし口問題あり

(2)刑事施設における矯正処遇又は少年院における矯正教育への取組の状況

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(3)反則行為又は紀律に違反する行為の有無及び内容その他の刑事施設又は少年院にお

ける生活態度

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(4)釈放後の生活の計画の有無及び内容その他の健全な生活を確保するための行動の有

無及び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(用紙日本工業規格A4)



(氏名 ）

3再び犯罪をするおそれ□なし□あり

←＝

(1)性格，年齢，経歴及び心身の状況

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし

(2)審理に係る犯罪の罪質，動機，態様，結果及び社会に与えた影響

【25条調査時の判断口検討を要する】

'．問題あり

認定：口問題なし口問題あり

(3)刑事施設における矯正処遇の経過及び効果又は少年院における矯正教育の経過及び

成績の推移

【25条調査時の判断口検討を要する】
戸、

認定：口問題なし口問題あり

(4)釈放後の生活環境

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(5)保護観察において予定される処遇の内容及び効果

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

4 保護観察に付することの相当性口相当口不相当

(1から3までに掲げる事項のほか，刑事施設又は少年院において予定される処遇の内

容及び効果）

【25条調査時の判断口検討を要する】

円

認定：口問題なし口問題あり

5社会の感情口是認する口是認しない

1から4までに掲げる事項のほか，

(1)被害者等の感情

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(用紙日本工業規格A4)



）(氏名

(2) (1)に掲げるもののほか，収容期間及び仮釈放を許すかどうかに関する関係人及び

地域社会の住民の感情

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(3)裁判官又は検察官から表明されている意見

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

6結論

（1）仮釈放を口許す

（2）釈放すべき日

（3）指定帰住地

口許さない

年 月 日（刑の執行率 ％）

PI
＝

少年院からの仮退院に係る検討の結果

1 処遇の段階

（1）現在の段階

（2）努力による成績の向上（(1)が1級の上でない場合） □あり □なし

ア成績の向上

イ審理対象者の努力

2保護観察に付することの相当性又は必要性□あり □なし

(1)性格，年齢，経歴及び心身の状況

【25条調査時の判断口検討を要する】
角

認定：口問題なし

(2)審理に係る非行の内容，動機及び原因並びに社会に与えた影響

【25条調査時の判断口検討を要する】

口問題あり

認定：口問題なし口問題あり

(3)審理に係る非行による被害の実情についての認識， 当該非行を悔いる気持ち及び当

該非行に至った自己の問題性についての認識の表れと認められる言動の有無及び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(用紙日本工業規格A4)



(氏名 ）

(4)被害者等に対する慰謝の措置の有無及び内容並びに当該措置の計画及び準備の有無

及び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(5)保護者の監護の意欲及び監護能力

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(6) (5)に掲げるもののほか，引受人の状況，親族との関係その他の出院後の生活環境

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(7)少年院における矯正教育への取組の状況並びに矯正教育の経過及び成績の推移

【25条調査時の判断口検討を要する】 戸、

認定：口問題なし口問題あり

(8)紀律に違反する行為の有無及び内容その他の少年院における生活態度

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(9)出院後の生活の計画の有無及び内容その他の健全な生活を確保するための行動の有

無及び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(10)保護観察において予定される処遇の内容及び効果

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり
八

(11)少年院において予定される処遇の内容及び効果

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(12）被害者等の感情

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

3結論

（1）少年院からの仮退院を

（2）釈放すべき日

（3）指定帰住地

口許す口許さない

年 月 日

(用紙日本工業規格A4)



）(氏名

仮出場に係る検討の結果

1 心身の状況

【25条調査時の判断口検討を要する】

一一

認定：口問題なし口問題あり

2収容又は留置の期間

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

3社会の感‘漬
1 ， 2及び41こ掲げる事項のほか，

（1）被害者等の感情

【25条調査時の判断口検討を要する】
~、

認定：口問題なし口問題あり

(2) （1）に掲げるもののほか，収容期間及び仮出場を許すかどうかに関する関係人及び

地域社会の住民の感情

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(3)裁判官又は検察官から表明されている意見

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

4 その他

（1）性格，年齢及び経歴

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり
内

(2)作業への取組姿勢

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(3)反則行為の有無及び内容その他の刑事施設又は労役場における生活態度

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(4)審理に係る犯罪による被害の実情についての認識，当該犯罪に至った自己の問題性

についての認識及び当該犯罪を悔いる気持ちの表れと認められる言動

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(用紙日本工業規格A4)
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(氏名 ）

(5)被害者等に対する慰謝の措置の有無及び内容並びに当該措置の計画及び準備の有無

及び内容′

,_‐ 【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(6)釈放後の生活の計画の有無及び内容その他の健全な生活を確保するための行動の有

無及び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし

(7)審理に係る犯罪の罪質，動機，態様，結果及び社会に与えた影響

【25条調査時の判断口検討を要する】

口問題あり

認定：口問題なし口問題あり
/一、(8)釈放後の生活環境

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

5結論

（1）仮出場を口許す

（2）釈放すべき日

口許さない

年 月 日(刑又は労役場留置の執行率 ％）

婦人補導院からの仮退院に係る検討の結果

l 婦人補導院における補導の成績

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり
門

2保護観察に付することの相当性□あり □なし

(1)婦人補導院における補導への取組の状況並びに補導の経過及び効果

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(2)婦人補導院の遵守事項に違反する行為の有無及び内容その他の婦人補導院における

生活態度

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし ｜コ問題あり

(用紙日本工業規格A4)



(氏名 ）

(3)釈放後の生活の計画の有無及び内容その他の健全な生活を確保するための行動の有

無及び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(4)性格，年齢，経歴及び心身の状況

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(5)釈放後の生活環境

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(6)保護観察において予定される処遇の内容及び効果

【25条調査時の判断口検討を要する】角電

認定：口問題なし口問題あり

(7)婦人補導院において予定される処遇の内容及び効果

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(8)審理に係る犯罪を悔いる気持ち及び当該犯罪に至った自己の問題性についての認識

の表れと認められる言動の有無及び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(9)審理に係る犯罪の罪質，動機，態様，結果及びその社会に与えた影響

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり
A勾
一

3結論

（1）婦人補導院からの仮退院を

（2）釈放すべき日 ． 年

（3）指定帰住地

口許す口許さない

月 日

不定期刑の終了に係る検討の結果

1 性格，年齢，経歴及び心身の状況

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

(用紙日本工業規格A4)

』



(氏名 ）

2家庭環境及び交友関係

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

3刑事施設における矯正処遇への取組の状況並びに矯正処遇の経過及び効果又は少年院

における矯正教育への取組の状況並びに矯正教育の経過及び成績の推移

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

4 反則行為又は紀律に違反する行為の有無及びその内容その他の刑事施設又は少年院に

おける生活態度

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり
息一、
ー5 帰住予定地の生活環境

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

6釈放後の生活の計画の有無及びその内容その他の健全な生活を確保するための行動の

有無並びにその内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

7審理に係る犯罪の被害の実情についての認識，当該犯罪を悔いる気持ち及び当該犯罪

に至った自己の問題性についての認識の表れと認められる言動の有無及び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

8被害者等に対する慰謝の措置の有無及びその内容並びに当該措置の計画及び準備の有

無及びその内容

【25条調査時の判断口検討を要する】 褐

認定：口問題なし

9審理に係る犯罪の罪質，動機，態様，結果及び社会に与えた影響

【25条調査時の判断口検討を要する】

口問題あり

認定：口問題なし口問題あり

10被害者等の感情

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

11 10に掲げるもののほか，収容期間及び不定期刑の執行を受け終わったものとする決定

をするかどうかに関する関係人及び地域社会の住民の感情

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし．問題あり

(用紙日本工業規格A4)



(氏名 ）

12裁判官又は検察官から表明されている意見

【25条調査時の判断口検討を要する】

●ー一

認定：口問題なし口問題あり

13結論

不定期刑の執行を受け終わったものと□する□しない

退院に係る検討の結果

性格，年齢，経歴及び心身の状況

【25条調査時の判断口検討を要する】

1

声¥患 認定：口問題なし口問題あり

家庭環境及び交友関係

【25条調査時の判断口検討を要する】

2

認定：口問題なし口問題あり

少年院における矯正教育への取組の状況並びに矯正教育の経過及び成績の推移

【25条調査時の判断口検討を要する】

3

認定：口問題なし口問題あり

紀律に違反する行為の有無及びその内容その他の少年院における生活態度

【25条調査時の判断口検討を要する】

4

認定：口問題なし口問題あり

保護者の監護の意欲及び監護能力

【25条調査時の判断口検討を要する】

5

、 認定：口問題なし口問題あり

5に掲げるもののほか，引受人の状況，親族との関係その他の出院後の生活環境

【25条調査時の判断口検討を要する】

6

認定：口問題なし口問題あり

出院後の生活の計画の有無及び内容その他の健全な生活を確保するための行動の有無7

並びに内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし

8審理に係る非行の内容，動機及び原因並びに社会に与えた影響

【25条調査時の判断口検討を要する】

口問題あり

認定：口問題なし口問題あり

(用紙日本工業規格A4)



）(氏名

9審理に係るに係る非行の被害の実情についての認識，当該非行を悔いる気持ち及び当

該犯罪に至った自己の問題性についての認識の表れと認められる言動の有無及び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

10被害者等に対する慰謝の措置の有無及び内容並びに当該措置の計画及び準備の有無及

び内容

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

11被害者等の感情

【25条調査時の判断口検討を要する】

認定：口問題なし口問題あり

a_P，
、～

12結論

退院を口許す口許さない

参考事項

くγ一、

(用紙日本工業規格A4)

記載要領

1 審理の種類に応じ該当する欄を記載し，不要な欄は削除すること。

2各考慮事項ごとに， 25条調査時に検討を要する問題があると判断した場合には， 「検

討を要する」欄にし印を付すなどして示し，また，評議における評価の結果を「認定：

口問題なし口問題あり」欄にし印を付すなどして示すこと。

なお， 25条調査時に「検討を要する」と判断した場合及び評議において「問題あり」

と評価した場合には，評議における検討結果を簡潔に記載すること。

3 「悔悟の‘情□あり □なし」など，仮釈放等の許可基準における考慮要素に関し記

載する欄については，評議における評価の結果をし印を付すなどすること《，

なお，考慮事項について「問題あり」と評価したにもかかわらず，仮釈放等の許可基

準の考慮要素を満たす評価をした場合には，その理由を同欄に簡潔に記載すること。

4 保護観察を実施する上で参考になると思われる事項があれば， 「参考事項」欄に記載

すること。



別紙様式10

仮釈放等許可についての通知書

年 月 日

保護司 殿

保護観察所長

貴職が生活環境の調整を担当している次の者について，別紙のとおり仮釈放・少年院か

らの仮退院・婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定があったので，通知します。

なお，釈放後は，貴職に保護観察を担当していただく予定です。/‐、

年 月 日生）1 氏 名 （

2参考事項

(注意事項）

1 仮釈放等を許す旨の決定があったことを引受人に連絡し，出迎え等について助言し

てください。

2 仮釈放等を許す旨の決定があったことを本人に漏らさないよう，引受人等に協力を

求めてください。

3 出迎え又は受入態勢に支障が生じたときは，至急連絡してください。

4保護観察対象者が居住すべき住居に帰住しないときは，引受人等に連絡を取ってそ

の状況を調査するとともに，速やかに事故報告書又は電話等により連絡してください。

5

〆一、

生活環境調整聿仔官 （

(注意） 事例に応じ不要の文字を削ること。

）

(用紙日本工業規格A4)



別紙様式l l

仮釈放等審理事件移送書
ウーーー

年 月 日

地方更生保護委員会殿

地方更生保護委員会

当地方委員会で仮釈放等の審理をしている次の者は，下記のとおり移送されたので,仮釈

放等審理事件を移送します。

'~、
（ 年氏 名 日生）月1

移送元矯正施設名2

移送先矯正施設名3

年移送の日 月 日4

年仮釈放等の審理を開始した日 月 日5

送付書類

口身上調査書（甲） ． （乙） 。 （丙） 。 （丁）

口被収容者移送通知書

口身上変動通知書（甲） 。 （乙）

口生活環境調整状況通知書

口法定期間経過通告書

口申告票等

口仮釈放等調査票（甲） ． （乙）

□その他（

6

円
一

）

参考事項7

(用紙日本工業規格A4)
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別紙様式12

保護観察事件ホルダー
(外側上）

観
ノー〆

24．0

Cm

I

30.5cm

終結年次

ふりがな

氏 名

生年月日 年 月 日 男・女

保護観察

期 間

終結日

終結事由

一

月U 件

記 録

から

まで

備 考

庁名
事件番号

開始・担当指名日
主任官 保護区 担当保謹司

開始・担当指名

所畏 統括 主任官 暁計 入力者

終結

所長 綻括 主任官 統計 入力者

（ ）－

● ●

（ ）－

● ●

（）－

● ●

（）－

● ●

（）－

● ●

（）－

■ ●

騨
幽 潔転掛気



(外側下）

I

24.0

cm

30．5cm

少,

秤
幽



別紙様式13

保護観察事件カード

(表）
一一

｡

仮釈放呼施‘没

決定･日減し戯判所

決定･甘波しの日

保謹観衆
III IIU

邪件番号 （） －

開始日

(執行猶予 年）

担当期間

● ～ ●

ふりがな

氏 名

～

～

生年月日 年 月 日

角 ～

’ .』 ’ 好 1の

特記邪項

●
●
つ

■
●
ロ

●
●
口

。
。
ｃ

●
。
－

つ
●
一

■
●
■

Ｓ
－
Ａ
－
Ｂ
－
Ｃ

●
●
由

●
●
■

。
ｅ
■

●
の
ロ

●
●
一

●
』
一

●
●
ロ

一
一
一

ITI
・
・
●

一
一
●

ロ
・
つ

ゅ
■
●

』
口
●

０
０
－
０
０
０
０
》
８
０
０
条
９

・
・
■

申
・
●

■
・
●

。
。
●

ロ
ロ
ロ

０
０
』
Ｉ
０
０
０
Ｆ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｌ
Ｏ

－
口
口

。
巳
一

●
●
ゆ

●
●
■

の
●
幸

●
ロ
ロ

II
』
一
●

ロ
■
●

。
■
●

》
ロ
●

・
ロ
●

一
む
つ

９
弓
０
０
０
二
■
可
０
０
０
０
■
０

・
申
●

一
一
一

二
・
毎

口
ロ
ロ

・
ロ
口

一
口
旬

り
⑱
０
０
０
０
，
９
９
０
Ｊ
０

口
一
酉

ロ
■
ロ

ロ
つ
む

・
申
つ

ロ
ロ
・

口
。
。

I
◆■●争一●し毛■－－ゅ■炉4■ﾛ■q■ロ｡■■

MW
●■｡'■●●◆●●●●｡●◆●。｡●－争

三三

ロロ。■ロ匂一●。●。●ｒ０▲▼ＯＬＦ
■■一一一凸．口甸■．口ｒ０６０Ｌ０

●・参。②。ロ。●■一ロ

●●●●●●▼｡●●｡‐争r●‘■｡｡‐◆

ﾛ ロ

0 1

O ロ

．－つ!･,＝0．L､ﾛﾛ.＝･ﾛ.ローLロロ,ロー･･･．

(裏）

E 皿

角

一
一
ロ
』

■
。
』
一

口
。
■
口

一
一
凸
争

一
ロ
ロ
●

口
ロ
ロ
●

今
一
己
ロ

一
一
口
●

“
申
■
●

口
・
ロ
。

◆
・
つ
つ

争
一
口
◇

申
一
口
隼

◇
一
一
今

”
一
画
ｃ

ｃ
。
□
ロ

一
ロ
ロ
口

争
一
口
一

口
ロ
ロ
一

●
口
。
●

一
一
つ
●

●
●
の
●

●
一
口
争

口
ロ
ロ
●

●
ロ
ロ
●

の
ｃ
凸
●

一
一
つ
●

●
ロ
ロ
●

ロ
ロ
ロ
●

隼
口
■
●

●
毎
口
ｅ

の
ロ
ロ
●

●
■
由
●

●
の
ロ
●

。
●
凸
色

●
一
・
』

●
争
・
口

●
●
。
つ

わ
●
一
口

■
●
Ｐ
Ｃ

●
●
一
の

ロ
●
字
つ

●
●
早
■

口
●
一
。

。
●
。
つ

●
●
口
と

一
●
一
凸

ロ
今
口
画

■
●
。
・

・
今
』
。

●
◆
口
口

●
●
一
つ

●
●
口
毎

つ
一
口
・

口
◇
』
ロ

ロ
一
・
。

－
一
一
一

口
◇
一
一

つ
ロ
。
・

今
ロ
。
。

◆
一
一
・

口
・
・
。

。
参
一
。

↑
一
一
一

●
一
・
一

今
ロ
ロ
士

参
ロ
。
ロ

幸
。
。
ロ

ロ
一
画
●

幸
■
。
●

一
ｅ
・
●

。
一
口
。

－
車
ロ
今

阜
一
旬
や

■
Ｉ
■
士
０
８
■
０
一
０
０
０
８
羊
０
０
０
土

凸
ロ
●
一

口
凸
●
申

』
由
ゆ
ロ

。
一
◆
》

■
・
●
》

字
口
●
■

字
，
一
●
垂

●
ロ
。
●

争
■
凸
■

今
●
幸
●

●
争
一
●

●
●
。
■

●
●
。
■

●
●
一
●

●
●
ロ
今

一
●
ロ
。

●
一
・
口

。
口
』
己

ら
。
。
ロ

ロ
一
・
■

己
今
一
一

一
一
口
ロ

●
つ
。
ロ

ロ
一
一
②

一
●
。
一

一
一
・
一

一
●
ロ
一

今
守
口
・

ロ
◆
ロ
一

心
口
ロ
グ
句
◆
一
一

●
争
・
■

容
一
一
一
一

●
●
一
口

内
一
一
一
一

●
◆
一
●

の
一
一
一
一

●
争
口
■

頂
一
一
一
一

口
●
。
●

卵
一
一
一
一

●
や
口
令

守
一
一
一
一

口
一
・
●

遵
一
一
一
一

。
－
●
●

別
一
一
一
一

口
一
口
◇

特
一
一
一
一

一
口
。
一

グ
ロ
巳
、
・
・
●
一

一
一
口
一

口
ロ
。
巳

■申・・－－－■､－－．町'■●●。q■■D■b●●4■●｡■4■●●●●。●■●・●CO■●●。●■, q■－凸－4■■,｡●｡‐■●－●■●■ﾄ●■●■■－‘■I■'■－■脾ｨ■●●●■ﾄ●●今一一一口■－ローーーロ■＝■,■■｡＝■●＝,■｡。■,■・●－●｡●4■■D●●■

(用紙日本工業規格A5)



別紙様式14． 15

保護観察事件調査票

事件種別等

作成区分

事件等の区分

事件番号

保護観察期間

開始・移送・その他（

号観察 一般・交通・短期

（ ）

年 月 日から

）

年 月 日まで

氏名等

ふりがな（通称・別名）

氏 名

本 籍

住 居

学籍・職業

（ 年 月 日生） 男・女

電話 （ ）

）無職・学生等・有職（職種

岸、

審判又は裁判に関する事項

決定又は言渡し裁判所

決定又は言渡しの日

確定の日

刑名.･刑期 懲役・禁銅

ｰ

裁判所 支部

日

日

執行猶予

年
年
年

９

月
月
月 年

犯罪又は非行に関する事項

罪名・非行名

犯罪・非行の概要

動機・原因

共犯者の状況

御､
一

被害者等の心身の状況，生活状況，被害に関する心情，被害者等に対する謝罪・被害弁償又は

示談の状況その他参考事項

交友関係

家族その他の関係人の状況・家庭環境・居住地の生活環境

(用紙日本工業規格A4)



）(氏名

性格・心身の状況等

ｆ

一つ

生活歴又は保護観察開始後の生活状況

肉

就業又は就学状況

勤務先又は学校名

保護観察秘匿の要否

生活の計画，その他参考事項

保護観察の実施計画
課題又は目標

接触の頻度・方法（処遇段階の別□S □A□BDC)
浄、

その他の指導監督の内容・方法

補導援護の内容

その他の措置

参考事項

（処遇の実施において留意すべき指導領域）

口交友関係 口金銭管理 口問題飲酒

口健康状態 口居住関係 口家族関係

口薬物乱用 口就労・就学関係

主任官 担当保護司

作成者 年 月 保護観察官 印日

(用紙日本工業規格A4)



記載要領

1 保護観察事件調査票について

(1)事例に応じ不要の文字を削ること。記載を省略した欄は，削除して差し支えない。

（2）保護観察事件調査票作成と同時に，保護観察の実施計画を見直す場合においては，実施計

画を見直す理由となった保護観察の実施状況等が明らかになるよう記載すること。

（3） 「事件種別等」棚

「作成区分」には，事務規程第35条第1項第1号又は同項第2号により保護観察を開始

したときは「開始｣，保護観察事件の移送を受けたときは「移送｣，担当保護司の変更，保

護観察の実施計画の変更等をしたときは， 「その他（ ）」を○で囲むなどし，その具体

的事由を（ ）内に記載すること。

（4） 「氏名等」欄

「ふりがな」には，通称・別名がある場合は（ ）内に付記すること。

「学籍・職業」には，無職学生等（生徒を含む｡），有職の別を○で囲むなどし，有職

の場合は（ ）内に職種を記載すること。

（5） 「犯罪又は非行に関する事項」柵

「被害者等の心身の状況，生活状況，被害に関する心情，被害者等に対する謝罪・被害弁

償又は示談の状況その他参考事項」には，被害者（犯罪により被害者が死亡し，又はその心

身に重大な故障があることを把握している場合には，その遺族及び法定代理人等を含む｡）

の氏名・住所・連絡先を記載するほか， 「心身の状況」については，通院状況及び精神的被

害の状況（犯罪に起因する心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症その他の精神的影響

の内容）を， 「生活状況」については，就業先又は通学先（今後就業又は通学予定がある場

合にはその旨及び当該就業予定先又は通学予定先）及び犯罪がその後の生活に及ぼした支障

の内容について知り得る範囲で，それぞれ記載すること。また， 「その他参考事項」につい

ては，加害者に対する秘匿の要否等について知り得る範囲で記載するほか，加害者に係る再

被害防止に係る通報要請の有無を記載すること。

（6） 「交友関係」欄

保護観察対象者の改善更生に影響があると認められる交友,共犯者との交際；不良集団（暴

力団，暴走族，地域不良集団等） との交際等，保謹観察実施上問題となる事項を，簡潔に記

載すること。

（7） 「家族その他の関係人の状況・家庭環境・居住地の生活環境」柵

家族その他の関係人について，住所，氏名，続柄，年齢，職業，性行，家族構成（同居人

を含む｡）等の必要な事項を記載するほか，生計状況，家族間の折り合い，保護観察対象者

の改善更生に対する理解・態度，地域環境等において保護観察実施上問題となる事項を，簡

潔に記載すること。

（8） 「性格・心身の状況等」欄

各種心理テストの結果，専門家の診断及び面接によって判明した性格上の問題点，知的障

害，精神障害，現在の健康状態，シンナー・覚せい剤等規制薬物使用状況等において，保護

観察実施上問題となる事項を，簡潔に記載すること。

（9） 「生活歴又は保護観察開始後の生活状況」柵

「開始」の場合は，保護観察対象者の生育歴，教育歴，職業歴，非行・犯罪・処分歴等の

生活歴（取得した資格，運転免許等のほか，交通事件の場合は，交通事件違反歴及び本件に

よる行政処分の状況を含む｡）を， 「移送｣， 「その他」の場合は，保謹観察開始後の生活状

況や保護観察の実施状況等を，簡潔に記載すること。

（10） 「生活の計画，その他参考事項」欄

就業又は就学に関する希望･･見通し等今後の生活計画のほか，保護観察実施上問題となる

事項や保護観察対象者の改善更生に影響があると認められる事項を，簡潔に記載すること。

(11) 「審判又は裁判に関する事項」及び「犯罪又は非行に関する事項」欄

保護観察処分少年及び保護観察付執行猶予者の「開始」の場合のみ記載すること。

2保護観察の実施計画について

（1） 「課題又は目標」欄

指導監督及び補導援護を行うことにより改善を図ろうとする課題又は達成しようとする目

標を記載すること。

（2） 「その他の指導監督の内容・方法」欄

保護観察対象者に対し書面による報告又は資料の提示を定期的に求める場合の内容及び方

斧、

～

戸、
一



法，専門的処遇を実施する場合の内容及び方法，その他指導監督の内容等を記載すること。

(3) 「その他の措置」欄

更生保護法第59条に規定する保護者に対する措置として必要と認められるものの内容そ
の他保護観察対象者の改善更生を図るため必要があると認める措置の内容について記載する

こと。
色一

●一一

r念、

'会、

8



別紙様式15

保護観察の実施計画j
J

1

1

保護観察対象者の氏名 年 月 日生）（bヨマ

I

1 課題又は目標

（

2接触の頻度・方法（処遇段階の別□S □A□B DC)

3 その他の指導監督の内容・方法

戸、

4 補導援護の内容

5 その他の措置

参考事項

伊、
～

(処遇の実施において留意すべき指導領域）

口交友関係 口金銭管理 口問題飲酒

口健康状態 口居住関係 ・口家族関係

口薬物乱用 口就労・就学関係

担当保護司主任官

年 月 日 保護観察官 印作成者

(用紙日本工業規格A4)



記載要領

1 「1 課題又は目標」欄には，指導監督及び補導援護を行うことにより改善を図ろう

とする課題又は達成しようとする目標を記載すること。

2 「2 接触の頻度及び方法」欄には，保護観察対象者との接触の頻度及び方法を記載

すること。

3 「3 その他の指導監督の内容・方法」欄には，保護観察対象者に対し書面による報

告又は資料の提示を定期的に求める場合の内容及び方法，専門的処遇を実施する場合の

内容及び方法，その他指導監督の内容等を記載すること。

4 「5 その他の措置」欄には，更生保護法第59条に規定する保護者に対する措置と

して必要と認められるものの内容その他保護観察対象者の改善更生に資するため必要が

あると認める措置の内容について記載すること。

5保護観察の実施計画を見直した場合は，実施計画を見直す理由となった保護観察の実

施状況等を「参考事項」欄に記載すること。

◆幻一、一一

へ

内



1

別紙様式16

担当保護司別カード（甲）

(表）

T
1.3cm

↓

今一一

1
14．8

Cm

’
内
‐一

陰一 一一斗
(裏）

〆、
一

観
保
護
司
事件そ §号

－

（ ）

－

（ ）

一

（ ）

ー

（ ）

－

（ ）

ー

（ ）

－

（ ）

一

（ ）

■■■■■■

（ ）

氏名 指名日

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

期間満了日

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

担当終了日

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備 考

事件番号 氏名 指名日 期間満了日 担当終了日 備 考

ー

（ ）
● ● ● ● ● ●

1■■■■■

（ ）
● ● ● ● ● ●

ー

（ ）
● ● ● ● ● ●

一

（ ）
● ● ● ● ● ●

1■■■■■

（ ）
● ● ● ● ● ●

■■■■■■

（ ）
● ● ● ● ● ●

－

（ ）
● ● ● ● ● ●

－

（ ）
● ● ● ● ● ●

－

（ ）
● ● ● ● ● ●



別紙様式17

保護観察担当通知
圭
日

年 月 日マヰ

保護司 殿

保護観察所長

次の者に対する保護観察を貴職に担当していただくこととしましたので，通知します。

1 氏 名 年 月 日生）（

肉
2連絡事項

(注意事項）

1 速やかに保護観察対象者に面接してください。

2 月ごとに，保護観察対象者に対して行った指導監督及び補導援護の内容，2 月ごとに，保護観察対象者に対して行った指導監督及び補導援護の内容，

角

保護観察

対象者の遵守事項の遵守の状況並びに生活及び行動の状況等を保護観察経過報告書に

記載してください。

3毎月の保護観察経過報告書は，翌月5日までに提出してください。

4保護観察対象者について事故（無断転居，所在不明，犯罪又は非行等に結び付くお

それの．ある行動，遵守事項を遵守しなかったこと等）が生じた場合には，直ちに事故

報告書又は電話等で報告してください。

5保護観察が終了したときは，関係書類を返還してください。

なお，保護観察期間が満了すると保護観察は終了しますが，担当終了の通知書は送

付されませんので，御承知おきください。

主任官（ ）

(用紙日本工業規格A4)



別紙様式18

1

｡ー

保護観察経過報告書（甲）
（ 年 月分）（1）

/へ
ー

ハ
ー

(用紙日本工業規格A4)

提出年月日

年 月 日

保護区 担当保護司

印

事件番号

氏 名

（ ） 一

保護観察

期 間

年 月 日から

年 月 日まで

保 護 観 察 の 経 】 1

日(時） 接触の状況及び面接の内容等 呼出し等の概要

■■■■■ー‐■■ー‐q

ｰ■■■■■■■■■■ ィ■■■ ■■■■ーー■■◆■■ｰ■■一一一ー一■■‐■■4■■■■■■■■■■■■■■ 4■■■■ｰｰｰーーｰ一一一■■一---ーー■■■■■■■■■■■■■■---■■■■■■■

■■一一一一一ー■■ー■■ーーｰ一一一■■■■ 1■■一一ー■■

、ーｰ一一一－一一一ーーーｰ■■ー一一ー■■ー一一5

‐■■■■■■ーーｰー■■■■ー■■■■■■■■ーーーｰｰ■■■■■

■■■■‐ー‐ーーー■■■■一一■■－－■■■■一一ー■■■■q■

■■ ィ■■一一一一■■■■■■■■一一一■■ー■■■■■■■■■■■■■■■

■■一一■■一一■■■■■■■■一一一一ー■■■■■■■■ー■■■■■

■■一一ー■■一■■‐‐－－－－－1■■ーーーー■■■■■■■■

Ⅱ■■ー■■■■■■ーーー1■■－－－ｰ一一ー‐一一一ｰー‐

■■■■一＝■■■■■■ー■■■■ I■■ q■■■■ ロ■■一■■ー■■ー■■■■ー‐

■■■■■■■■■■■■■■■■＝■■ 4■■ー■■ーー■■■■■■ー■■ｰーー

ー■■■■■■＝ｰローーーー■■ーーー■■■■ｰｰー‐ｰ口

■■■■■■■■■■■■ー■■ロ■■ 1■■■■■■■■ 4■■ー■■■■■■■■ロー■

ー一一■■ｰ■■一一一一一ー一一■■ーー■■■■■■ーーq■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■一一■■■■■■■■■■■■■■ー‐

－－■■■■■■■■■■ 1■■ー‐4■■■■ー一一■■一一一ー■■ーー

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ’■■■■■■ー■■■■一一一■■■■‐ー

■■■■■■■■■■■■ｰ■■ ィ■■ィ■■ィ■■■■ー■■■■ーーーー‐ー-口

一一■■ｰーｰｰ一一■■ー＝一ｰ■■ーーｰ－－－－■■

今月の面接及び連絡回数

面 接 連絡

往訪 回

うち本人との面接

回 往信 回

来訪 回

うち本人との面接

回り 来信 回



）(氏名(2）

角

風

(3）

(注意） 1

2

この報告書は，翌月5日までに必ず提出してください。

（3）柵は，保謹観察所が記載する欄です。

（用紙日本工業規格A4)

遵 守 事 項 に つ い て

遵守事項を口守っている 口守っていない
(守っていない場合の具体的状況）

‐ーー■■ー■■■■一一一一■■■■ーー一一■■ーー■■■■ー■■ー一一一一■■一一一■■■■一一ｨ■■ーｰーー■■--■■ I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■■■ｰーｰ■■－1■■■■■■‐‐■■－1■■ 1■■ー■■■■■■ー■■ d■■■■ーｰｰ

保護観察対象者の生活及び行動の状況

龍すべき櫛溺 状 況

□ 交友関係
(友人の氏名，交友状況等）

□ 金銭管理
(借金・ローン，浪費等の状況）

□ 問題飲酒

□ 薬物乱用

□
就労。

就学関係

(学校名，学年）

●
■
■
凸
■
■
画
■
■
“

口欠席なし口時々欠席口長期欠席

(勤務先名） （職種）
●
早
■
Ｄ
■
■
由

口不就業

(所在地） （電話）

(稼働日数） 日／月 （収入） 円／日・月

口通勤口住込口家業 I (保護観察秘匿の要否）口要口否

□ 健康状態
口壮健口普通口疾病（病名・病状）

(通院，入院，服薬等の状況）

□ 居住関係
口単身□（ ）と同居

(特記事項）

□ 家族関係

(家族間の折り合い）
０
０
０

口和□やや不和口不和I

(不和の状況）

(儲鵬鮒す鯨卸鴎,雛）口協力的口普通口無関心口拒否的

担当保護司の意見（主任官に求める措置及び担当保護司としての今後の方針など）

■■■■■■■■■■■■ 1■■■■■■■■■■■■ 1■■ーｰ‐l■■‐ー■■一一一一一ｰ■■一一‐ｰ‐■■ー■■一一■■■■ 1■■ー一一■■ー■■ー■■一一一■■■■■■ー■■■■ーー■■■■■■--■■■■■■■■■■ー1■■ー4■■ｰー■■ー‐■■ー一一■■■

主任官所見

(鰯麓）
■■■■■■■■－■■■■■■■■ーーー■■-■■-■■■■ーー‐ー■■ー‐ｰー■■■■■■■■■■ー－－ー＝ーー■■■■ーーｰーーー■■■■■■ｰ■■■■＝■■ロー■■■■■■■■■■ーー■■■■■■■■■■一一ｰ■

保護観察の

状況及び

処遇段階

再犯・再非行 □なし □あり → 不良措置検討票

遵守事項違反 □なし □あり →不良措置検討票

生活行動指針からの逸脱 □なし □あり

今月で【 】段階（ ）月経過 (C段階3月)･→良好措置検討票

保護観察所

長の判断

及びとる

べき措置

特別遵守事項 口設定口変更口取消し

生活行動指針 口設定口変更口取消し

段階変更 口不要口要→変更後の段階【 】

指導監督，補導援護その他の措置（ ）
(上記判断及び措置の理由等）

ー■■■■■■■■一一■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■一一一■■ー■■一一一ー■■■■ーーー--ーー■■■■＝ー■■■■ーー■■ーー■■■■＝4■■ーｰｰーｰ■■ーーｰー■■■■■■ｰｰーー■■ー－句



記載要領

1 事例に応じ該当する□にし印を付すなどすること。

2 この報告書の作成に当たっては，保護観察対象者，引受人等との面接の記録そ

の他の資料を整理補充して，できるだけ具体的に記載すること。

3 「保護観察の経過」欄について

(1) 「日（時)」柵には，保護観察対象者と面接等をした日付けのほか，電話等によ
り保護観察対象者と接触をした時刻又は面接をした場合の面接開始時刻及び終了時

刻を（ ）書きで記載すること。

（2） 「接触の状況及び面接の内容等」欄は，時系列で記載すること。

（3） 「呼出し等の概要」欄については，保護観察対象者に対して行った次回以降

の面接の呼出しについて， 口頭，書面，電話その他の呼出しの手段の別及び面

接の日時，場所等について記載すること。

4 「遵守事項について」欄について

遵守事項を守っていない場合は，守っていない遵守事項及び遵守事項を守って

いないと認められる保護観察対象者の具体的な行動等について記載すること。

5 「保護観察対象者の生活及び行動の状況」欄について

（1） 「留意すべき指導領域」欄の□には，保護観察の実施計画記載の「処遇の実

施において留意すべき指導領域」にし印を付し， 当該指導領域については， そ

の後特にその状況把握に配慮すること。

（2） 「状況」欄には，各指導領域ごとに，生活及び行動の状況をできる限り具体

的に記載すること。ただし， 「留意すべき指導領域」の□にし印を付していな

い指導領域については， 「特段の問題なし」， 「前月から変更なし」等の簡略な

記載にすることとして差し支えない。

（3） 「問題飲酒」欄には，飲酒による粗暴な言動があったこと，酩酊し警察に保

護されたこと， アルコールにより健康を害していること等について，その具体

的状況及び日常の飲酒の状況について記載すること。

（4） 「薬物乱用」欄には，密売人や薬物常用者との接触，注射器等薬物使用に供

する物品の所持，特異な言動その他の規制薬物使用が疑われる生活の実態又は

行動が認められるかどうかについて，具体的に記載すること。

（5） 「居住関係」欄には，保護観察対象者が家族と同居している場合は， その状

況が明らかとなるように記載すること。 「特記事項」は，外泊が多いこと，不

在がちであることその他特に記載すべき事項がある場合に記載すること。

（6） 「担当保護司の意見」欄において記載する「主任官に求める措置」には，保

護観察処分少年に対する保護観察の解除等の良好措置，保護観察処分少年に対

する警告等の不良措置，主任官による面接等求める措置の具体的な内容を記載

すること。

6 「保護観察所長の判断及びとるべき措置」欄について

再犯・再非行又は遵守事項の違反を認めて「あり」の□にし印を付した場合であっ

ても，不良措置検討票においてとるべき措置について記載したときは， 「保護観察

所長の判断及びとるべき措置」欄については記載を省略して差し支えない。

1

1

1

1

/－1

緯、
一
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保護観察経過報告書（乙） （ 年 月分）

角

、

委託措置実施報告書
受託者 印

角

(用紙日本工業規格A4)

提出年月日

年 月 日

担当保護司

印

､‐事件番号

氏 名

（ ） 一

保護観察

期 間

年 月 日から

年 月 日まで

保護観察の経過等 下記委託措置実施報告書記載のとおり

遵守事項

について

遵守事項を口守っている 口守っていない

(遵守事項を守っていない場合の具体的状況）

保
護
観
察
所
記
入
欄

保護観察の

状況及び

処遇段階

保護観察所長

の判断と

とるべき措置

再犯・再非行 □なし □あり→

遵守事項違反 □なし □あり→
生活行動指針からの逸脱 □なし □あり

不良措置検討票

不良措置検討票

今月で【 】段階（ ）月経過 (C段階3月）→良好措置検討票

特別遵守事項 口設定口変更口取消し

生活行動指針 口設定口変更口取消し

段階変更 口不要口要→変更後の段階【 】

指導監督，補導援護その他の措置（ ）

(上記判断及び措置の理由等）

委託を

受けた

内 容

補導援護（一般）

日間

（ 。 。 ～ ． 。 ）

食事付宿泊の供与

日間

（ ． 。 ～ ． ｡ ）

宿泊の供与

日間

（ 。 。 ～ 。 ． ）

当月の

実施内容

日間

榊艤(一m)0柵州訓上おり

日間

（ ． 。 ～ 。 ． ） （

日間
● ● ～ ● ● ）

その他実施し

た措置の内容

当月中の状況又は当月中の委託終了時までの状況

就業状況

口定職口暫定口失業口不就業|職種’

勤務先
電話 （ ）

保護観察ラ必匿の要否|口有口無 ｜就業態度|口勤勉口普通口怠惰
稼働日数 日 収入 円

健康状況
口壮健口普通口疾病口高齢等により稼動困難

その他の

行状等

自立への

準備の状況

退去予定先
本人と

の続柄

退去予定先

の調整状況

受託者の

意見等

(保護観察所に求める措置） 口無口有

(受託者としての今後の方針）



Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ワ
リ
ー
６
Ｊ
Ⅱ
４
１

（ 年 月分） 氏名（ ）

'~、
一

/へ
一

（注意） この報告書は，翌月5日までに必ず提出してください。ただし，委託を終了した場合にあって

は，委託終了後速やかに提出してください。

（用紙日本工業規格A4)

記峨要領

1 事例に応じ該当する□にし印を付すなどすること。

2 「遵守事項について」欄及び保護観察所記入欄は，保護観察経過報告書（甲）

（別紙様式18）の記載要領に準じて記載すること。

3 「委託を受けた内容」欄以下の欄については，委託措置実施報告書（事務規程様

式第48号）の記載要領により記載すること。

’

月 日 補導援護（一般）の実施状況（月日順に1日ごとに具体的に記載する。 ）

G一一
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一

事故報 告書

内

角

(注意) l 一般遵守事項に係る軽微な違反については，本報告書の提出は不要です。
2 「事故の種別」欄は，該当する□にし印を付すなどしてください。
3 「保謹観察対象者が現在する場所」棚には，警察署等に身柄拘束されている場合及び無断転
居した場合には現在いる場所を，現在いる場所が不明の場合には「不明」と， その他の場合に
は事例に応じて現在いる場所を「自宅」等と記赦してください。
4 「事故の概要と前後の覗情」柵には，以下の事項を分かる範囲で記栽してください。
（1）無断転居又は無断旅行の場合には，それらに至った具体的な事情と（推定）行先
（2）遵守事項違反については，その具体的内容

. （3）その他については，重病，重症，災害，交通事故などその具体的状況
5 ※印欄は，保護観察所が記載する欄です。

（用紙日本工業規格A4)

提出年月日

年 月 日

保護区 担当保護司

印

氏 名

事故の種別

口無断転居 口無断旅行 口所在不明

口再犯・再非行 口遵守事項違反

口身柄拘束 口死亡

凸

□その他（ ）

事故が生じた日 年 月 日

担当保護

の発生を
年 月 日

保護観察対象者

が現在する場所

事故の概要と

前後の事情

■■■■■■■■一一'■■■■■■'■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■ーｰーーーｰ■■■■■■■■■■ｰーｰ■■ー＝ーー■■ー■■＝一-一一ｰｰー■■ー一一‐‐ーーｰー■■一一ー■■■■■■■

ー■■■■■■ーー■■■■■■ー■■＝■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■‐一一■■ーー■■■■■■■■■■ 4■■一■■‐ｰ一一ー‐ｰ一一一一■■ー－－－‐ー一一■■■■ I■■-4■■一一■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■一一■■ーー■■■■ー‐■■■■■■ーー■■■■■■ーｰ■■ー■■一一■■ーｰｰー■■■■■■＝ｰーーーｰ■■－－ーーー一一■■ーｰ■■ー■■ーー一一-一一一■■‐●

●■‐ｰｰ■■ー‐ーー■■■■ーｰー-1■■ー画■■‐■■■■ーー1■■■■ー一一－一■■■■ 1■■ー■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■ーI■■■■ー■■1■■■■■■■■ 1■■1■■■■■■■■■■■■■■ 1■■4■■1■■■■■■■■■

一一一■■ーー－－－ｰ－4■■q■■4■■ー4■■ーーｰ■■■■ｰ■■一一ー‐一一一一ー■■ーー4■■■■ー■■■■ー■■■■■■■■■■－－，■■■■ー■■■■■■ー1■■■■■■■■■■■■■■--1■■■■■■■■■

一■■一一ーー■■ー4■■－－－－－－ー1■■ｰーｰー■■‐一一■■■■一一ー4■■■■■■■■--■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー4■■一一■■■■■■ー1■■■■ー■■■■ー■■ー■■ーー■■■■■

担当保護司のと

った措置と意見

ーーー■■ーーーー一■■ｰー一－一一■■ーー一一一■■ー一一一ｰ■■一一ー■■■■■■一一一■■■■一一■■■■一■■■■■■■■ ,■■＝ー■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■一一,■■,■■■

■■■■■■---■■■■■■ー■■■■■■■■■■一一一■■一一■■■■ｰ－4■■ーー■■ー■■一一＝‐－1■■ーｰーｰー－－ーー■■ーー■■ーー■■ーーー■■ー■■ーー■■ー■■■■■■ー■■■

※

主任官の判断と

とるべき措置

一ーｰｰー＝一一ー■■ーー＝■■■■ーーー■■ー－－ｰー■■‐－－ー■■■■■■■■ '■■■■■■■■ 1■■ーーーー■■---■■ー一■■■■■■■■ー■■■■■■■■ーー■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■－1■■■■■■一一一一一ー■■一一ー1■■ー■■‐‐ーーー■■■■■■--■■‐ーーー一一ーｰ■■ｰーーｰｰ---4■■■■ーーｰーｰｰー■■‐■■一■■一一ーｰー■■-1■■■
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処遇経過記録
1

（ ） (氏名 ）

/ー、

'金、
ー

(用紙日本工業規格A4)

Ｄ

Ｉ

ｌ

Ｉ

４

Ｊ

■

■

Ⅱ

Ⅱ

０

８

Ⅱ

‘

年月日
(時刻）

経 過 記録 取扱者 決裁

、



記載要領

1 複数枚作成する場合には， 「年月日」柵の上の（ ）内に番号を付して，その順番を明らか

にすること。

2 「経過記録」棚には，初めに「面接｣， 「電話｣， 「文書｣， 「協議」など接触等の態様を記載

し，次行から，保護観察対象者との面接状況，担当保護司との処遇協議の要旨，関係機関等と

の連絡状況，措置の内容を簡潔に記載すること。

3接触等の態様が「面接｣， 「電話」及び「協議」の場合には， 「年月日」欄に時刻も記入する

こと。

4接触等の態様ごとに， 「年月日」欄， 「取扱者」欄及び「決裁」欄に罫線を引くなどして，

次の事項と区別できるようにすること。

魚

偽



別紙様式22
１
１
Ｉ 面接 票

保護観察所

面接日時･場所 年 月 日 時 分～，庁内・庁外（ ）

保護観察対象者

被面接者 面接者：保護観察官 印

(面接の目的・態様，面接状況，措置等）

/－1

/‐、

(用紙 日本工業規格A4)

記載要領

1 「被面接者」欄は，被面接者が保護観察対象者である場合は「本人」と記載し，保護

観察対象者以外の者（同伴者を含む｡）の場合は，氏名及び保護観察対象者との関係を

記載すること。

2 「(面接の目的・態様，面接状況，措置等)」欄は，面接の目的及び態様（任意，呼

出し，出頭命令又は往訪）を簡潔に記載した上で，被面接者の発言要旨，面接者の発言

要旨，所見，措置の内容を記載すること。

3 この面接票を担当保護司に送付するときは，担当保護司への連絡事項等も「(面接の

目的・態様，面接状況，措置等)」柵に適宜記載して差し支えない。

4 保護観察官が，生活環境調整事件その他の事件の対象者等と面接を行った場合には，

「保護観察対象者」を適宜修正して作成すること。

４

１

１

４

１

８

０

０

，

‐

ｌ

Ｉ

６

ｒ

８

Ｉ

Ｉ

Ⅱ

り

０

．
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所在調査依頼
室
冒

年 月 日

一一

保護司 殿

保護観察所長

次の者について，下記の事項に留意の上所在調査を行い，

結果を所在調査結果報告書に記載して報告願います。

日までに，その月

氏名等1

ふりがな（通称・別名）

日生）男・女年 月（氏 名

居住すべき住居

事件等の区分

保護観察期間

偽

一般・交通・短期

月 日から

号観察

年 日まで年 月

所在調査を求める場所等

住所等

2

）電話 （

調査先の状況（住居の状況及び居住者等）

ノ

調査が必要な事情

内
調査に当たっての留意事項，保護観察の秘匿の有無等

保護観察の状況，所在不明となった経緯及び所在調査の経過3

参考事項

保護観察停止の有無無・有（

4

日効力発生）年 月

）

保

取扱者（

(注意） 事例に応じ不要の文字を削ること。保謹観察事件調査票等の関係資料を添付する場合には，

護観察期間等，不要の事項を削除して差し支えない。

(用紙日本工業規格A4)
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担当保護司別カード（乙）

■ー

’
14．8

Cm

/~1

|一 －－－斗
(裏）

侭、

Ⅱ
Ⅱ
■
ｆ
上
７
中
■
Ｉ
■

生
共

保
謹
司

事件番号

生 （ ）

共 一

生 （ ）

共 一

生 （ ）

共一

生 （ ）

共 一

生 （ ）

共 一

生 （ ）

共 一

生 （ ）

共 一

生 （ ）

共 一

生 （ ）

共 一

氏 名 担当通知日

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

刑期

期間
終了日

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

嘱託。

共助内容 担当終了日

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

備考

事件番号 氏 名 担当通知日
刑期

期間
終了日
嘱託。

共助内容 担当終了日 備考

生 （ ）

共 一
● ● ● ● ● ●

生 （ ）

共 一
● ● ● ● ● ●

生 （）

共 一
● ● ● ● ● ●

生 （ ）

共 一
● ● ● ● ● ●

生 （ ）

共 一
● ● ● ● ● ●

生 （ ）

共 一
● ● ● ● ● ●

生 （ ）

共 一
● ● ● ● ● ●

生 （ ）
十十 一
／、

● ● ● ● ● ●

生 （ ）

共 一
● ● ● ● ● ●
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所在調査結果報 告書

年 月 日←～

保護観察所長殿

保護区保護司 印

次の保護観察対象者の所在調査の結果は下記のとおりです。

年 月 日生）氏 名 （

所在調査をした場所

1

2

魚
一■■ー■■■■■■■■ーー■■■■■■■■ー■■-1■■ー■■■■■■■■■■■■ー■■ 1■■ーー一一ー一一‐■■ーーーー4■■■■■■■■ー■■■■■■■■ー■■■■■■■■ー■■ーー■■ーｰｰ一一■■‐－4■■ ｨ■■--4■■■■■■■■■■■■ーｰｰ1■■一

所在調査の結果

口現在上記の場所にいる。

口現在上記の場所にいるかいないか確認できない。

p現在上記の場所に億‘､ない｡-→|呂鰡瀬辮:季い。

3

(推定）現在の居場所 一___________________________________________.._..________‐

所在調査をした状況

（対象者との面接） 口有口無 （面接した日） 年 月 日

_蝿査の具佳壇雄卿___________…_________________________________________________‐

4

一一一一一■■■■■■■■■■ 4■■－－－－ーーｰー■■－－ー■■ｰ一再一一一一■■■■■■一■■■■ 1■■一一一ｰーー■■■■■■■■■■■■■■ー■■ーー---ーーーー■■－－ー－－‐■■ー一一■■■■■■■■■■－－■■■■■■■■

--,■■■■I■■■■■■■■■■-1■■一一一一■■■■■■一一一一■■■■■■，■■■■■■ー-4■■■■■■■■ー■■ーー■■一■■■■，■■一一■■ー■■~ー‐ーーーーーーーｰI■■■■ｰー■■－－1■■ー‐■■ー■■■■■■■■■■■■■■ー’■■■■

内
■■■■■■■■1■■■■■■■■■■ー■■■■■■ 4■■■■■■■■■■■■一一一■■■■ーー■■■■■■ーーー■■ーーｰー■■一■■ー，■■一一■■ー■■ー■■一一ー■■一一一■■ーー一ーー－－’■■一■■■■■■一一■■■■ー■■■■■■ーｰーーｰ－

ｰｰー－－‐‐ー■■ーーｰｰー－－－‐‐ー‐ｰーー‐ｰ‐ーーー■■ー■■ーー■■‐ー■■■■－－－■■■■■■ｰ■■■■■■ーーー■■‐■■一一■■ー■■■■■■■■■■ー■■■■ーー－－■■■■ーｰーｰーー■■■■■■ー

一一■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー■■一■■一一一一一■■■■■■■■ 1■■■■一一，■■■■■■■■■■■■ーI■■ｰｰー■■一一ｰーｰｰｰーーｰ■■ーー■ー4■■ｰｰ■■ｰ一一■■ー‐■■一一一■■■■■■■■■■■■■■■■ ｨ■■■■■■－－

ｰーｰｰ－－－■■一一一一一‐■■＝ー■■一一ーーｰーー■■ｰ－－－~ーーⅡ■■－－■■■■■■■■一一一一ｨ■■ー■■■■■■一一■■■■■■一ー■■ー■■■■■■■■■■一－一‐一一一一ー■■ 1■■ー‐■■ー■■‐‐ー■■ー

■■■■一一■■■■■■■■■■■■■■ー■■ー一一■■一■■－－－■■－1■■ー~1■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■ーー－－－■■■■■■■■■■■■ー■■ー■■-ー■■ー■■■■■■■■■■---■■■■一一一一一■■ーーー■■一一ー一一■

■■ー一一一一一■■－■■ー一一一ーーー■■ー－－■■－－－ーーーーー■■ー＝ーー■■ｰ■■、 ■■■■－－ｰ■■■■一一ー■■一一一■■再一一■■一■■ー‐■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■ｰーｰ1■■一一ｰ一一

所在判明につながる情報，今後の転居等の見通しその他参考となる事項5

■■ー■■ｰ■■一一一＝ーｰ■■ｰー■■一一■■■■■■＝■■■■■■ー■■■■■■■■‐■■ーｰー一一ｰ一一■■■■■■■■■■ー■■一一一‐ーー一－一一■■ｰ一一■■ｰ■■一一■■一一■■■■■■ー■■ー■■＝■■＝ｰｰ－ーー‐

■■■■■■■■ 1■■■■---■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■＝，■■■■■■■■■■ーーーー■■ｰ一一一■■■■■■■■ー■■一一ーーー■■ーｰーｰーｰ■■ー一一■■ー＝ー一■■ 1■■ーー一一■■■■■■■■■■ーー■■■■■

■■■■■■■■－－ー■■ーー■■ー■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■--■■■■ ｨ■■ー■■■■■■ーー--ー一一一一■■■■■■■■－1■■一一一■■ー一一一一一■■ー一一一ー■■ Ⅱ■■－1■■一■■■■■■■■-4■■■■ー■■■■■■ー■■■■■■

■■■■ｰ■■ー■■■■■■■■＝■■■■■■■■ー■■－－－■■－1■■一一一一一一一■■■■一一一一，■■■■■■ーーⅡ■■■■‐ｰーー■■一一■■■■■■ー■■■■■■ー■■■■一一一■■■■■■ーｰーー■■■■■■ｰ一一一一■■■■■■－－－■■

(注意） 1

2

事例に応じ該当する□にし印を付すなどしてください。

人名，地名等で特殊な読み方をするものについては，ふりがなを付してください。

（用紙日本工業規格A4)



’

別紙様式26

所在調査経過報
生
ロ
室
自
ｒ
ｌ 年 月分）

円

角

(注意） 1 保護観察対象者の所在が明らかになった場合には，電話等により，速やかに保護観察所に連

絡してください。

2 ※印欄は，保謹観察所が記載する欄です。

(用紙日本工業規格A4)
’

I
’

提出年月日

年 月 日

保護区

○一→

担当保護司

印

氏 名 保護観察停止の有無口有口無

今月の引受人等

との連絡回数等

往訪

回

来訪

回

往信

回

来信

回

日
所在調査の状況（所在調査先，調査の結果，保護観察対象者からの連絡の状況等を

具体的に記載すること｡）

『
ロ
ロ
。
ロ
ロ
画
一
一
室

一
一
一
一
堂
》
一
一
一
一

』
一
一
一
一
口
一
一
一
一

一
一
一
一
亭
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
』

担当保護司の

意見その他

参考事項

一一一ーーーーーーーー■■ｰ一一■■ー一-一一一■■■■一一一＝一一一ー‐ｰーーー1■■---ｨ■■ーー1■■ー1■■■■■■■■一一一一ーｰー4■■一一一一一■■ーーー－口

ーーーーーー‐‐■■■■■■ー‐ｰーー■■ー■■ー一一ー一一■■ー■■ー－－－■■■■■■ー■■ーー－－■■■■■■ー■■■■■■■■■■ー■■ーーｰ－－－ー■■■■ー一一一■■ー一口

※

主任官の判断と

とるべき措置
■■■■■■■■■■■■■■■■ーー■■一一l■■---ー■■■■■■■■－－■■一一ーー■■ーーーｰ－4■■ーーー■■ー■■■■■■■■■■一一■■■■一一■■ー一一一ー■■ー■■－－一一一ー－－



別紙様式27

嘱託による所在調査依頼書
年 月 日

保護司 殿

保護観察所長

下記所在調査嘱託書の記載事項に留意の上所在調査を行い， 月 日までにその

結果を所在調査結果報告書に記載して報告願います。

(連絡事項）

取扱者（ ）

所在調査嘱託
聿
自

角

年 月 日

保護観察所長殿

（ 支部・駐在官）

保護観察所長

次の者の所在調査を嘱託します。

氏名等1

ふりがな（通称・別名）

年 月 日生） 男・女氏 名 （

居住すべき住居

事件等の区分 号観察 一般・交通・短期

保護観察期間 年 月 日から

所在調査を求める場所等

住所等

調査先の状況（住居の状況及び居住者等）

年 月 日まで

電話 （ ）

2

調査が必要な事情

調査に当たっての留意事項・保護観察の秘匿の有無等

保護観察の状況，所在不明となった経緯及び所在調査の経過

角

3

参考事項

保護観察停止の有無 無・有（

4

年 月 日効力発生）

取扱者（ ）

事例に応じ不要の文字を削ること。保護観察事件調査票等の関係資料を添付する場合には，保

謹観察期間等，不要の事項を削除して差し支えない。

(注意）

(用紙日本工業規格A4)



1
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嘱託を受けた所在調査実施結果報告書

年 月 日

保護観察所長殿

（ 支部・駐在官）

保護観察所長

嘱託を受けた所在調査の結果等を下記のとおり報告します。

なお，移送に関する意見は次のとおりです。

1 移送相当 2移送不相当 3更に調査の上報告する

所在調査結果報 告書
年 月 日

保護観察所長殿
角

保護区保護司 印

次の保護観察対象者の所在調査の結果は下記のとおりです。

氏 名 （

所在調査をした場所

年 月 日生）1

2

ｰｰーー‐一一■■ｰーー■■■■■■‐ー一一ー■■■■Dー■■■■ｰ●■-■■ｰ■■ー■■■■0－ー－4■■ー■■■■一一一一一一一1■■■■■■一一■■■■■■■■ 4■■ーｰｰ－1■■ー－－－－ｰｰ‐ーー■■ー1■■ー＝■■■■■■■■■■■■■■

所在調査の結果

口現在上記の場所にいる。

口現在上記の場所にいるかいないか確認できない。

口現在上記の場所に瞳い葱い｡－→旧鰡宴撫室鰭季い。

3

一
一
一

口
画
一

一
旦
一

一
一
一

一
一
口

｝
一
口

一
一
』

一
一
・

一
一
一

一
一
一

一
月
一

｝
一
己

画
』
》

口
一
一

画
一
一

卓
ロ
ロ

ー
一
一

一
生
一

一
一
一

一
一
一

口
一
一

一
一
堂

一
口
｝

一
』
亨

一
ロ
一

一
一
一

一
』
一

一
』
一

一
一
韓

一
一
一

》
ｊ
一

一
且
一

一
進
一

一
上
一

一
雌
一

一
』
一

一
一
一

一
一
『

』
一
一

』
一
色

一
無
一

一
ロ
一
一
一
一
・

棚
賄
一

居
一
Ｊ
一

の
況
ｊ
一
況

在
状
接
状
一

現
た
面
的
一

Ｊ
し
り
僅

定
を
と
一
具

推
査
耆
の
一

Ｉ
調
塞
査

在
対
調

所
く
一
く
一

4

角

一
写
・
・
一
一
一

韓
一
一
口
一
一
一

口
』
二
一
一
一
一

口
一
口
一
一
一
一

口
ロ
ロ
ロ
ロ
一
』

一
口
。
一
一
一
一

一
』
。
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
口
一
一

二
一
口
・
一
一
一

口
ロ
ロ
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
ロ
一
一
一

口
ロ
ロ
ご
ロ
】
一

口
。
》
・
一
一
一

一
一
一
一
一
一
口

一
一
口
一
一
一
口

軍
》
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
章

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
》
口
一
幸

一
二
一
一
一
一
章

｝
一
二
』
一
一
一

】
｝
ロ
一
』
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

口
一
一
一
一
一
一

一
一
一
ロ
一
一
口

一
一
一
一
一
一
一

一
専
一
ロ
一
一
一

口
韓
一
ロ
一
一
一

一
』
一
一
一
一
一

一
』
一
一
・
一
一

口
』
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
』
』
一

一
一
二
一
一
一
一

ロ
一
・
一
一
一
一

・
一
』
一
一
一
一

』
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
｝

』
一
一
一
一
一
一

口
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

草
一
一
一
一
一
・

一
一
一
一
一
一
一

『
口
』
口
一
一
一

一
色
白
ロ
一
一
一

一
一
一
宰
一
一
一

一
一
口
ロ
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
口
与
一
一
一

一
口
二
口
一
一
一

一
ロ
ロ
口
一
一
一

口
』
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
口
一
一

一
』
口
一
色
口
一

一
一
一
一
一
一
一

草
車
』
一
一
一
一

口
韓
垂
一
一
一
一

口
一
色
一
一
一
一

一
一
口
ロ
』
一
一

・
堂
一
』
一
一
一

一
』
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一

一
毎
口
一
一
一
口

一
一
幸
一
一
一
一

一
草
辱
二
一
一
一

口
』
ロ
一
一
一
一

一
一
』
』
一
一
一

一
一
韓
一
一
一
一

一
』
写
ロ
一
一
一

一
や
一
写
字
二
一

一
・
己
一
や
一
一

一
一
一
』
一
一
一

一
一
画
一
口
一
一

一
毎
口
ロ
一
一
一

』
尋
』
』
一
一
一

』
二
』
』
一
一
一

口
一
・
一
一
一
一

一一■■一一■■ｰー一一一一一ー■■■■一一一■■ー‐■■■■■■■■ー■■ーーー一一ー－－‐■■■■一－－ー■■ー■■■■■■■■■■■■ーー■■‐ー－－－ー■■■■ーｰーーー--ｰ－■■■■■■■■■■■■■■■■＝■■■■■■■■

所在判明につながる情報，今後の転居等の見通しその他参考となる事項5

一
一
一
』

一
一
一
幸

『
一
一
一

』
一
一
』

一
一
一
一

一
一
口
口

一
一
一
一

一
草
垂
口

』
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

寺
一
一
一

二
二
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
口

一
一
一
一

一
一
》
一

口
一
一
一

一
一
一
一

一
ロ
一
一

口
。
』
一

一
一
一
一

・
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
・

一
一
一
一

一
』
一
。

》
一
』
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

口
一
一
ロ

一
一
一
一

一
毎
口
字

｝
口
一
一

・
一
一
宰

一
一
一
一

一
一
一
』

幸
口
一
ロ

一
一
一
”

寺
一
口
ロ

一
一
一
一

一
一
一
一

一
口
一
一

一
』
一
一

一
》
一
一

一
』
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
寺
画

》
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
』

一
一
草
ロ

ロ
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
壷
一
一

』
一
一
一

一
一
一
｝

一
一
口
。

■
一
寺
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
》
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
口

。
一
一
一

口
・
一
一

一
一
一
一

一
一
｝
』

』
一
一
一

一
一
一
一

一
一
一
一

口
一
写
ロ

ロ
一
一
章

一
一
一
口 ’

１
１

(注意) 1

2

事例に応じ該当する□にし印を付すなどしてください。

人名，地名等で特殊な読み方をするものについては，ふりがなを付してください。

（用紙日本工業規格A4)

１
１



別紙様式29

所在確認通知
室
冒

●一

年 月 日

保護観察所長殿

（ 支部・駐在官）

保護観察所長

貴庁に保護観察事件が係属している次の者が， 当庁管轄区域内に所在していることを確認
偽

したので，通知します。

日生）年（ 月氏 名1

確認した住居又は現在地2

確認した日 年 月 日3

確認した状況4

参考事項5
畠

日本工業規格A4)(用紙



ｊ
，
却
四
‐
４
ｌ
ｉ
－
Ｖ
ｉ
Ｉ
Ｕ
Ⅱ
Ｄ
‐
Ｉ
ｒ
ｌ
ｂ
ら
ロ
Ｂ
ｒ
‐
虹
。
ｉ
ｆ
Ⅱ
Ｉ
旧
ｊ
ｌ
Ｏ
，

別紙様式30

保護観察事件移送
室
冒I

１
１
１

●一一

年 ・ 月 日

保護観察所長殿

（ 支部・駐在官）

保護観察所長

貴庁の管j膳区域内に

します。

居住・所在 していることを確認した次の者の保護観察事件を移送

r~、
｜
＋

I

氏 名 （ 年 日生）月1

確認した住居又は現在地2

参考事項3

、
、
ｒ
／
１

１
１
１
９
卜
ｌ
６
ｊ
０
ｑ
△
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
８
０
Ｆ
０
９
０
■
８
０
日
■
■
Ｂ
■
！
Ⅱ
０
１
‐
Ｉ
ｌ

r-、

‐
‐
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
，
’
１
１
１
‐
，
１
１
１
１
‐
‐
！
Ｉ
●
，
１
１
’
１
１
●
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
！
‘
，
‐
ｌ
‐
・
‐
‐
１
１
１
●
‐
，
Ｉ
Ｉ
０
‐

酬例に応じ不要の文字を削ること。(注意）

(用紙日本工業規格A4)



別紙様式31

共助依頼
圭
冒

年 月 日

保護観察所長殿

（ 支部・駐在官）

保護観察所長

次の者について必要があるので，下記の措置の共助を依頼します。

日生）年（氏 名 月1

偽
共助を依頼する措置

口旅行中の保護観察対象者の指導監督及び補導援護

2

口応急の救護

口引致状の執行

口保護者に対する措置

□その他（ ）

共助を依頼する措置の具体的内容3

参考事項4

角

(注意） 事例に応じ該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)



I 別紙様式32

I

告書共助結果報
I

h一一

月年 日

保護観察所長殿

（ 支部・駐在官）

保護観察所長

措置の共助の依頼を受けた次の者について，その結果を下記のとおり報告します。

角
年 日生）氏 名 （ 月1

措置の共助の依頼日 年 月 日2

措置の結果等

口措置を終了した

口措置をとることができなかった

3

措置の実施状況又は措置をとることができなかった理由4

へ

参考事項5
9

Ｉ

Ｉ

ｌ

１

１

１

１

１

(注意） 事例に応じ該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)

ｄ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
５
１
１
凸
■
■
■
■
■
■

1



別紙様式33

転居又は旅行先に関する調査依頼書

年 月 日

令苧 一

殿保護司

保護観察所長

次の保護観察対象者が，転居又は旅行を予定しているので，下記の事項に留意の上，転居
後の住居又は旅行先に関する調査を行い， 月 日までにその結果を転居又は旅行
先に関する調査結果報告書に記載して報告願います。

氏名等

ふりがな魎称・別名）

氏 名

居住すべき住居

事件等の区分

保護観察期間

1

年 月 日生） 男・女（

号観察 一般・交通・短期
年 月 日から

角
年 月 日まで

調査を求める場所等

転居後の住居又は旅行先の住所等

2

電話 （ ）

転居後の住居又は旅行先の状況（住居の形態及び居住者等）

調査に当たっての留意事項（連絡先，連絡方法，保護観察の秘匿の有無等）

転居又は旅行の許可の申請に関する事項
転居の日又は旅行の期間 年
転居の理由又は旅行の目的

3

月 日～ 年 月 日

P、

保護観察の状況4

参考事項5

）取扱者（

(注意） 事例に応じ不要の文字を削ること。保諏観察事件調査票等の関係資料を添付する場合には，保

護観察期間等，不要の事項を削除して差し支えない。

（用紙日本工業規格A4)



1

別紙様式341

転居又は旅行先に関する調査結果報告書ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
０
０
０
１
４

年 月 日｜

’

保護観察所長殿

印保護区保護司
一一一■■■■ー■■■■ーーーｰーーー一一ｰ■■■■■■ーー■■一一ーーｰ■■ー●

次の保護観察対象者の転居後の住居又は旅行先に関する調査の結果は下記のとおりです。

氏 名 一_____.､_________________..__..___.． （ 年 月 日生）1

転居後の住居又は旅行先の調査をした住所2
戸1

ーｰ一一’■■■■一■■■■ー■■■■ー1■■■■■■■■ー■■一一ー■■ 1■■■■ｰｰー一一ｰ1■■ｰー一一■■－－■■一一一■■■■■■■■ l■■ ｨ■■－－■■＝一一一ー■■ 1■■ー■■ー1■■■■ーーｰｰー■■■■■■ I■■ーｰ■■ー一一－一一‐ー

転居後の住居又は旅行先の生活環境等

_(住居等Q披況l____....______..____-.-......_________-....--....--..-..____....____________..___..‐

3

■■■■■■■■■■＝ーーー‐ー■■ｰ~ｰ－－－ｰ■■－－ｰーｰ■■■■－－－ｰ－－一一ーー■■一一ｰー■■■■ー■■■■ー＝ーｰ一一■■ｰーｰ■■ｰ■■■■ー■■＝－－■■一一■■■■ー＝一一■■■■■■■■■■ｰ■■■■‐

＝■■■■ー■■一一■■ーｰｰｰ■■ーーーｰーーｰ■■■■ｰｰ－－■■■■ーｰｰ一一ーｰー‐ｰI■■ー■■■■■■■■■■■■■■一一ーー一一ー■■ー一一ー■■－－■■■■■■ー■■一一-一■■ー■■■■ー■■■■■■■■ー■■■■一

ー■■ーー■■ｰ一一ーーｰ一一一■■一一一ｰ一■■ｰ一一一一ｨ■■■■■■■■■■■■■■■■ ｨ■■■■■■■■一■■ーーー1■■■■ー■■■■■■■■■■一一ー‐ｰ■■‐ーーーｰｰｰｰｰｰーーーー一一■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■■■

_鱈住者箸Q抜況』__-............---....___-......_____..____...._______________-......--....-....__....__‐

一一ー－1■■■■■■■■■■■■ー■■ ｨ■■ｨ■■■■■■■■■■■■ー■■ー■■■■■■■■ー■■ー■■'■■■■■■■■ー1■■■■■■■■一ー■■ー■■ー■■■■■■■■一一■■■■一一■■■■再一一一一一■■■■ー■■ーーー■■■■■■■■■■一

ーーーー‐■■ー一一■■－－一一ーーー■■一一一一ｰ＝‐ー一一一一一－1■■■■一一■■一一■■一一一一'■■ーー■■ー■■ー■■一一ｰーーー---■■一一■■■■■■ー■■ーーーーー■■一一■■一■■ー---

（周辺の環境）
一-一－1■■ーーーｰー‐一一一一一一一－－ー一一一一一■■b－－－■■一1■■ー■■ーー■■一一ーー■■－4■■■■ｰ■■■■ー一ーー一一一4■■ー■■ー■■■■一一ｨ■■■■■■■■ 1■■ー■■■■■■ 1■■ーーーー■■一一一■■ー

■■ｰーｰ■■一一ー■■■■‐ーー■■－4■■ー'■■一一一－－1■■一一■■ーｰーー■■一一■■一一一一一一■■■■一一一一一一■■一一ー一‐一一一■■ー■■■■■■一■■一一■■一一‐ー'■■ｰ■■ーー■■■■一■■ーーｰ

八

転居後の住居又は旅行先の調査をした状況

（居住者等との接触の有無） 口有口無 （接触の年月日） 年 月 日

4

－－－－■■一一一■■一一■■■■■■ｰ■■■■■■一一■■■■ーー■■ー一■■ー■■ー■■■■■■■■ ’■■■■ー■■ーーーｰ■■■■■■■■■■■■■■■■ｰ■■－－ｰ‐ー■■ｰー－－ーー■■■■一一ー■■■■■■■■一一一一一一一一一一

■■■■ー■■■■■■■■ー■■ー■■--4■■■■■■■■ー■■ー■■■■■■■■■■■■一一ー■■ｰ■■■■ーｰ一一■■■■一一一一ー■■■■ｰーー■■■■■■一一■■■■■■■■---＝ｰｰ一一■■ーー一一一ｰ－－ー---■■■■一一■■

ー＝■■■■■■ーｰーー■■ｰ－－－ｰｰ■■ーー‐ｰーｰ‐■■■■ーｰ■■ー＝ー■■ｰｰ一一ーｰ＝ー■■■■■■ー■■ー‐‐‐ｰ■■ｰー■■ｰｰーー■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■‐‐■■■■■■ー‐－－ー‐■■＝一一

■■一一■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＝■■■■ー一一■■■■■■ー■■－－－■■■■■■ 1■■■■＝■■■■■■■■■■■■■■一一ーーーーー一一一ｰｰ‐ー■■－－ー■■■■■■■■ー■

参考事項5

■■■■■■ーーｰーｰーー＝ー‐■■■■ー‐－－■■‐ローーーーーー■■一一-一■■一一一■■ーー■■■■■■一■■一一一－一一‐ーーーーーー■■■■ー■■■■■■■■■■■■一一■■‐ーｰー一一串■ー‐ーーー■■一

■■■■■■■■■■■■ｨ■■■■■■ー■■■■■■■■■■■■ー1■■ー■■■■■■■■－－－－－－ロー■■一-一一ー‐■■■■ー‐‐ー－－■■■■ーー－－－ー■■■■■■■■■■■■ー■■■■■■■■一－一一一■■－1■■■■ー‐一一■■ｰーーーー

X) 1 事例に応じ該当する□にし印を付してください。(注意) 1 事例に応じ該当する□にし印を付してください。

2 人名，地名等で特殊な読み方をするものについては，ふりがなを付してください。

（用紙日本工業規格A4)

１
日
Ｉ

１
１



別紙様式35

嘱託による転居又は旅行先に関する調査依頼書
年 月 日

保護司 殿

保護観察所長

次の保護観察対象者が，転居又は旅行を予定しているので，下記転居又は旅行先に関する
調査嘱託書の記載事項に留意の上調査を行い， 月 日までにその結果を転居又は
旅行先に関する調査結果報告書に記載して報告願います。

(連絡事項）

取扱者（ ）

転居又は旅行先に関する調査嘱託書

Iへ 年 月 日

保護観察所長殿

（ 支部・駐在官）
保護観察所長

次の者の転居後の住居又は旅行先に関する調査を嘱託します。
氏名等

ふりがな魎称・別名）

氏 名 （ 年 月

居住すべき住居

事件等の区分 号観察 一般・交通・短期
保護観察期間 年 月 日から 年
調査を求める場所等

転居後の住居又は旅行先の住所等
電話

転居後の住居又は旅行先の状況（住居等の状況及び居住者等）

1

日生） 男・女

月 日まで

2

（ ）

調査に当たっての留意事項（連絡先，連絡方法，保護観察の秘匿の有無等）魚

転居又は旅行の許可の申請に関する事項
転居の日又は旅行の期間 年

転居の理由又は旅行の目的

3

月 日～ 年 月 日

保護観察の状況4

参考事項5

取扱者（ ）

事例に応じ不要の文字を削ること。保護観察事件調査票等の関係資料を添付する場合には，保

護観察期間等，不要の事項を削除して差し支えない。

（用紙日本工業規格A4)

(注意）
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嘱託を受けた転居又は旅行先に関する調査実施結果報告書

‐
１
１
１
１
‐
・
■
ｊ
‐
６
ｑ
ｉ
Ｉ
４
ｌ
１
Ｊ
Ｉ
ｌ

年 月 日

一一保護観察所長殿

（ 支部・駐在官）

1

1

保護観察所長

嘱託を受けた転居後の住居又は旅行先に関する調査の結果等を下記のとおり報告します。

なお，転居又は旅行の許可に関する意見は次のとおりです。
l 許可相当 2 許可不相当

転居又は旅行先に関する調査結果報告書
年 月 日

保護観.察所長殿

保護区保護司 印

次の保護観察対象者の転居後の住居又は旅行先に関する調査の結果は下記のとおりです。

Al
一

氏 名 （

転居後の住居又は旅行先の調査をした住所

年 月 日生）1

2

一

口

一

一

一

一

一

一

一

口

一

一

一

一

一

一

一

二

二

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

｝

一

一

一

一

一

一

一

一

一

や

一

一

一

》

一

一

一

｝

ロ

ロ

一

一

一

重

一

一

一

一

一

』

一

一

一

』

一

一

一

一

一

一

一

一

二

一

一

口

一

一

一

一

一

一

一

一

一

口

一

一

一

一

一

二

一

一

一
等
一

一
境
一

一
鍔
一

一
の
一

一
先
一

一
行
一

一
旅
一

一
は
ｊ
一

一
又
況

一
居
蚊

一
住
の
一

一
の
箸

一
後
眉

一
居
住

一
転
く
一

3

■■■■＝ーーー■■■■■■ーｰｰーI■■■■､ ■■ーー■■■■一一ー■■■■■■ I■■ー1■■ーーー■■■■ー，■■■■■■■■■■ーーー■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－－‐■■ー●■一一ーー4■■ー■■■■ー■■■■ー＝ー，■■■■■■■

ーー■■一一ーｰ■■■■ー■■ｰーーｰ一一■■ 1■■■■一一ーｰーー■■ｰｰｰ4■■ｰｰ一一ー■■■■■■■■■■ 1■■一一Ⅱ■■ｰー一一■■ー4■■ー■■ー■■■■■■■■■■一一■■■■■■■■一一■■一一一ー■■ー一一一■■■■■■■■■■■■

ー■■■■■■ーー一一■■一一■■ー4■■--一一■■■■--,■■■■■■ー4■■■■■■■■ーー■■■■--■■■■■■■■ー＝ーー-----■■■■－－4■■一■■■■ー■■一一一‐■■■■ーー一一一一一ーー■■ー■■■■一一■■一一一

(居住者等の状況）
■■ー■■■■ーｰー■■■■■■■■■■一一■■一一1■■■■一一■■■■ー■■ーｨ■■■■■■■■ー■■■■■■■■一一■■■■ーー■■■■■■■■■■■■一■■一■■ I■■一一一ｰI■■ー‐ーー-4■■■■■■■■■■一一一-4■■一一■■一ｰ－－－■■ー■

■■ーーー一一■■一一■■■■ー■■■■ー■■ｰ。■■ー■ー－－－－－4■■■■■■■■ー■■■■＝■■■■ーｰーーーｰ■■ー■■■■■■ー■■■■■■■■■■ｰーーー■■ーｰーｰ■■ーー■■■■■■■■一＝■■■■ー■■■■一一4■■ ｨ■■ー■■－－

瓜
ー一一■■■■■■■■■■一国ーーーー■■■■ーーー■■■■■■■■■■■■一一ーー■■ー■■■■ー■■ 1■■■■■■一一－一一一■■0－ーー■■■■ー■■■■一一一■■－1■■ーｰｰ‐ーーー■■ー■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ー＝■■■■

..個辺の環境1---..-..__-....--....-........_______..___.._.._..________..__.._____..__..___..________‐

－－ーｰー■■‐■■ーー‐一一一■■■■■■一一一ーー■■ー－－－■■‐ーー一一一一-一ーｰー■■ーーｰー‐■■ー■■ー■■ーー■■ーーーー■■■■■■■■■■ー‐ーー■■■■－－■■ー■■ー■■－－ーー－－ーー

転居後の住居又は旅行先の調査をした状況

_囑住者豊些Q接蝕の有無l___口直_旦盤___鰐触り生且旦]_________..Z____且____旦

4

ー‐ｰ■■一■■ I■■ー■■■■■■■■ 1■■ー■■－1■■■■‐■■一一■■ーI■■■■■■■■ 1■■ー■■■■■■ 4■■■■■■ーー－－ーーｰ－1■■■■■■■■■■■■一一一一一ー‐‐■■ー一一ｰー－－－■■ー~■■■■■■--■■■■■■■■■■■■■■■

・
一
一
一
一
一
一
一
己
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
・
・
一
一
二
一
一
一
一
一
一
一
弓
一
一
一
・
一
一
一
・
一
》
一
一
一
一
一
』
写
二
二
画
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
幸
一
一
｝
』
一
口
一
一
一
写
一
口
毒
一
一
一
一
一
一
一
色
色
一
』
一
一
一
一
口
車
一
章
一
一
一
一
一
口
一
亭
一
一
一
一
一
己
唾
口
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
』
一
一
韓
』
一
』
一
一
一
一
一
一
』
一
一
一
一
一
口
』
』
幸
一
一

ーー■■■■ー一一一ーーｰーーｰｰーーI■■ー‐ーー－－ｰI■■ー■■■■‐ー■■■■ー一一■■ーーー■■■■■■■■一一一一一一－一一一■■ー■■ー一一一■■■■■■■■■■一■■一一＝■■ｰ－－4■■■■一■■ｰ一一W■■ー

参考事項5

一
一
画
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
・
一
ロ
一
一
一
一
一
口
一
写
一
一
一
一
一
口
口
一
一
』
一
一
一
一
一
一
ロ
一
一
一
一
一
一
口
ロ
一
一
一
一
一
一
一
一
句
一
一
一
一
』
一
』
一
口
↑
一
重
一
一
一
口
一
』
一
一
一
口
一
一
一
・
一
・
一
一
一
一
一
一
』
一
一
一
尋
ロ
写
幸
一
一
一
一
』
一
一
』
』
一
一
一
一
画
幸
。
一
一
一
口
二
一
一
口
一
一
一
一
一
一
一
口
一
一
一
・
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
｝
一
一
一
』
一
一
一
一

(注意) 1 事例に応じ該当する□にし印を付してください。

2 人名，地名等で特殊な読み方をするものについては，ふりがなを付してください。

（用紙日本工業規格A4)

l
I

l

１
１
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転居許可に関する通知書
年 月 日

保護観察所長殿

（ 支部・駐在官）

保護観察所長

下記のとおり貴庁の管轄区域内への転居当庁で保護観察を実施している次の者について，

を許可したので通知します。

氏名等

（ふりがな）

氏 名

事件等の区分

保護観察期間

1
岸、

日生） 男・女（ 年

一般・交通・短期

月 日から

月

号観察

年 年 月 日まで

転居後の住居2

年 月 日転居の日3

保護観察対象者の連絡先・連絡方法4

年 月 日午 時 分貴庁への出頭を指示した日時5

P，
共助を依頼する措置の具体的内容

口出頭時における面接の実施

□その他（

6

）

参考事項（保護観察の状況等）7

(注意） 1 事例に応じ不要の文字を削ること。保謹観察事件調査票等の関係資料を添付する場合には，

保謹観察期間等不要の事項を削除して差し支えない。

2 先に「転居又は旅行先に関する調査嘱託書」により調査を嘱託し，保護観察の状況について

既に連絡している場合には， 「7 参考事項（保護観察の状況等)」棚の保護観察の状況につい

ては，重ねて記戦することを要しない。

(用紙日本工業規格A4)



1

別紙様式38

補導援護・救護事件 票’

1

年 月 日生）

年 月 日

（1 氏 名

2住 居

3保護観察期間

4親族等の状況

一七

年 月 日～

5 保護観察対象者の経歴，心身の状況等

6 補導援護又は救護を必要とする事情及び保護観察対象者の意向等

角7補導援護又は救護の方針
～

補導援護若しくは救護の措置の対象者又はその扶養義務者の費用負担能力

面接の日 年 月 日

参考事項

口有、無８
９
ｍ

調査者 年 月 保護観察官日 印

年 月 日選定

保護観察所長

上記の者の補導援護又は救護について，下記の措置を選定する。

’/－1
口委託する補導援護又は救護の措置委託先（

（更生保護施設）

口繍艤(一股） 日間（ ． ． ～ ． ． ） 口宿泊 日間（

口繍儲(鋤鮪回繍#） 日間（ ． ． ～ ・ ； ）
口食事付宿泊 日間（ ． ． ～ ． ． ）

（更生保護施設以外）

口熊艤(触繩罐） 日間（ ． ． ～ ． ． ） 口熊儲隙調日間（

口繍艤(鋤鮪雛識） 日間（ ． ． ～ ． ． ）

口宿泊 日間（ ・ ・ ～ ． ． ） 口食事給与 日間（

口自庁での救護の措置

口宿泊 日間（ ． ． ～ ． ． ）

口食事付宿泊 日間（ ． ． ～ ． 。 ）

口食事給与 （ 円）（ 食分）

口帰住援助 （旅費給与 円）(割引証交付片道･往復･無)（ 線

口金品の給与・貸与 （

□その他（

（注意） 事例に応じ不要の文字を削り，該当する□にし印を付すなどすること。

）

）～

ｊ
ｊ

～

～

駅まで）

ｊ
ｊ ｌ

１
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｊ
Ｏ
Ⅱ
６
０
Ⅱ
‘
０
‐
０
１
‐
凸
■
■
■
■
５

(用紙日本工業規格A4)



記載要領

1 「6補導援護又は救護を必要とする事情及び保護観察対象者の意向等」欄には，調査
時における所持金についても調査の上，適宜記載すること。

2 「10参考事項」欄には，活用できる社会資源その他参考となる事項を記載するほか，
過去に補導援護の措置の委託又は救護を行った場合には，その内容を記載すること。

色一一

Ｉ

(ヘリ

侭、



１

．

１

６

Ｉ

ｌ

１

１

ｊ

，

；

４

１

１

‐

１

Ｊ

１

‐

４

１

■

一

別紙様式39

保護経過一覧表

事件番号 （ ） 一）氏名（

八
、

（用紙日本工業規格A4)

記載要領

1 実施する措置を選定したときは，その内容を記載すること。

2 選定した措置の内容に応じ， 「補導援護（一般)」を「補導援護（自立準備支援)」， 「更

生緊急保護（その他)」又は「更生緊急保護（自立準備支援)」 と， 「食事付宿泊」を「食事

給与」 と書き換えること。

3 補導援護（一般）欄には，法第58条各号に掲げる方法による補導援護の措置のうち，

規則第56条第2項の規定による職業訓練及び規則第57条の規定による生活指導として

行う薬物依存回復訓練を除いたものについて記載すること。

4補導援護（職業訓練又は薬物依存回復訓練）を委託したとき，宿泊の供与又は食事付宿

泊の供与を自庁で行ったとき及び保護観察対象者又は更生緊急保護の対象となる者の状況

等に特記すべき事項があるときは「特記事項」欄にその旨を記載すること．

5 委託先若しくは委託内容の変更又は委託の解除を行ったときは，その年月日及び内容を

「特記事項」柵に記載すること。

円

’

｜
’

１
１

｜

’

措置

選定日

宿泊又は食事

付宿泊の供与

補導援謹

(一般）

(日数）

食事付宿泊

(日数）

宿泊

(日数）

食事

給与

帰住援助

行先

(駅）

割引証

交付

旅費給

貸与(円）

金品の

給貸与

(内容）

特記

事項

一今一一一一へ毎一 一一一一一一■ 一一一一一一一一 ■一一一一一一一一己 今一一禿へ今一一 一一一一一一一一一一一一一



別紙様式40

委託内容変更書

年 月 日

保護観察所長

次の者について，委託した内容を，下記のとおり変更する。

日生）1 氏 名 （ 年 月

2委託した日 年 月 日

侭、

3受託者

4変更後の委託内容

（更生保護施設）

口補導援護（一般）

口補導援護（薬物依存回復訓練）

口食事付宿泊

口宿 泊

口更生緊急保護（その他）

口更生緊急保護関勿依存回復計I㈱

（更生保護施設以外）

口補導援護（自立準備支援）

口補導援護（職業訓練）

口補導援護（薬物依存回復訓練）

口食事給与

口宿 泊

口更生緊急保護（自立準備支援）

口更生緊急保護鰈鋤依存回復計I綱

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

日間（

日間（

日間（

日間（

日間（

日間（

ｌ
ｌ
く
ｌ
く
く

一
一
一
一
一
一

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

日間（

日間（

日間（

日間（

日間（

日間（

日間（

く
く
く
く
く
く
く

へ
一
一
へ
へ
一
一

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

/~、

5委託した内容を変更する理由その他参考事項

(注意） 事例に応じ不要の文字を削り，該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)



別紙様式41

委託解除書

年 月 日

保護観察所長

次の者について，下記のとおり委託を解除する。

1 氏 名 （ 年 月 日生）

2 委託した日 年 月 日

/へ

3受託者

4解除する委託の内容

（更生保護施設）

口補導援護（一般）

口補導援護(薬物依存回復訓練）

口食事付宿泊

口宿 泊

口更生緊急保護（その他）

口更生緊急保護傑物依存回復計I㈱

（更生保護施設以外）

口補導援護（自立準備支援）

口補導援護（職業訓練）

口補導援護（薬物依存回復訓練）

口食事給与

口宿 泊

口更生緊急保護（自立準備支援）

口更生緊急保護鋤肺回復計I㈱

日間（

日間（

日間（

日間（

日間（

日間（

く
く
く
く
く
く

へ
へ
へ
へ
一
へ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

日間（

日間（

日間（

日間（

日間（

日間（

日間（

く
く
く
く
く
く
く

へ
へ
一
一
へ
へ
へ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

八

5委託を解除する理由その他参考事項

１
１
１
１
１

(注意） 事例に応じ不要の文字を削り，骸当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)

１
１
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●

保護者に対する措置検討票
●－－

保護観察所

保護観察官 印

1 事件番号 （ ） 一

2 氏 名 日生）年 月（

3措置の対象とする保護者

（1） 父 （氏名：

（2）母 （氏名：

（3） その他（続柄：

ｊ
ｊ

内

氏名 ）

4 措置が必要な理由

（保護者に認められる問題の類型）

（1）規制薬物，アルコール等への依存

（2）暴力行為（身体的・精神的・性的・その他（

（3） 非行の助長・黙認・教唆

（4）保護観察対象者が遵守事項を遵守しなかったことの隠ぺい等

（5）家族関係の問題

（6） その他

（問題の具体的内容）

)）

/ー、

5 指導又は助言の内容

6実施方法等

(注意） 事例に応じ該当する番号に○印を付すなどすること。

（用紙日本工業規格A4)



I

別紙様式43

手錠使用簿

（用紙日本工業規格A4)

記絞要領

1 実際に手錠を使用した場合に登載し，その使用日時を記載すること。

2 手錠の保管者は，手錠の使用について適正に許可を得たこと，使用後確実に返却されたことを確認の上， 「備考」欄に押印する
こと。

刀 ‘〕
1

一

進行

番号

件番号

氏 名
使用事由 使用者の氏名 使用 日時 備考

（ ） ー

口引致

口留置

年 月 日

午 時 分から

午 時 分まで

（ ） ー

口引致

口留置

年 月 日

午 時 分から

午 時 分まで

（ ） ー

口引致

口留置

年 月 日

午 時 分から

午 時 分まで

（ ） －
口引致

口留置

年 月 日

午 時 分から

午 時 分まで
L一一一一一一一一一一一一一一一一一 へ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 唾一今一一一一一一一一一一一一一一一一二一一一一一一一一一コ
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譽
生
ロ 書の受領

聿
日
一

年 月 日

保護観察所長殿

円

住 居

印氏 名

日付けの警告書を受け保護観察官から 年 月私は，本日，

取りました。

その際，保護観察官から，守らなかったと認めた遵守事項の内容，今後3月間

（保護観察期間満了まで3月間に満たない場合は， その期間満了日まで）を特別観

察期間とすること，今後警告書に示された遵守事項を守らなかったときは，保護観

察所長が家庭裁判所に対し，少年院，児童自立支援施設又は児童養護施設送致の決

定を申請する場合があること及びこの申請を行った場合， これらの施設に送致され

ることがあることについて，説明を受け， よく分かりました。

/－1

(用紙日本工業規格A4)



I

1

1 別紙様式45

室
日特別観察期間通知

年 月 日

殿

保護観察所長

本日から 年 月 日までの3月間を「特別観察期間」と

します。この期間中は，あなたが，警告書（ 年 月 日付

け）に示した遵守事項を守り，健全な生活態度を保持することができるように，

通常の保護観察に加え,保護観察官が定期的に面接を行うなどの指導監督を行

います。

この特別観察期間は，遵守事項を守っているかどうかの状況などにより，延

長することがあります。

なお，今後，警告書に示した遵守事項を守らなかった場合は，家庭裁判所に

対し，少年院，児童自立支援施設又は児童養護施設送致の決定を申請すること

があり， この申請を行った場合， これらの施設に送致されることがありますの

で，警告書に示した遵守事項を守るようにしてください。

r－1

戸､

【特別観察期間中の指示】

主任官（ ）

（用紙日本工業規格A4)

記載要領保護観察期間の満了まで3月間に満たない場合は，本文中「の3月間」及び「こ

の特別観察期間は」で始まる一文を削除すること。
ｉ
ｈ
Ｆ
Ｉ
‐
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
０
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
’
’
’
’
１
日
’
７
１
１
１
１
１
１
・
Ｄ
ｌ
ｌ
０
Ｉ
０
ａ
Ｉ
１
１
Ｉ
■
Ⅱ
■
■



別紙様式46

特別観察期間延長通知
室
自

し ●一一

年 月 日

殿

保護観察所長

あなたの「特別観察期間」 （ 年 、 月 日から 年

月 日まで）を， 年 月 日までの間延長しま

す。

この特別観察期間は，遵守事項を守っているかどうかの状況などにより，更

に延長することがあります。

なお，今後，警告書に示した遵守事項を守らなかった場合は，家庭裁判所に

対し，少年院，児童自立支援施設又は児童養護施設送致の決定を申請すること

があり， この申請を行った場合， これらの施設に送致されることがありますの

で，警告書に示した遵守事項を守るようにしてください。

角

【特別観察期間中の指示】

偽

主任官（ ）

（用紙日本工業規格A4)

記載要領保護観察期間の満了まで3月間に満たない場合は，本文中「この特別観察期間

は」で始まる一文を削除すること。



別紙様式47

聿
冒留置手続

今一一

年 月 日

地方更生保護委員会第部

部長委員

委員

委員

保護観察所長

印

印

印

印

更生保護法第73条第1項・更生保護法第76条第1項・更生保護法第80条第1項・

売春防止法第27条第2項の規定により，引致状により引致された次の者を留置する。

r令

1 氏名等

氏 名

本 籍

住 居

（ 年 月 日生）

引致に関する事項

引致の年月日時

引致された場所

2

年 月 日午 時 分

3 留置すべき施設

へ

(留置する旨の判断をした年月日時）

年 月 日午 時 分

’
１
１
１
１
１

(注意） 事例に応じ不要の文字を削ること。

(用紙日本工業規格A4)

’



●

別紙様式48

留置する施設の変更手続書
一一

年 月 日

地方更生保護委員会第部

部長委員

委員

委員

保護観察所長

印
印
印
印

次の者について，留置する施設を下記のとおり変更する。角

氏名等

氏 名

本 籍

1

日生）（ 年 月

変更前の留置する施設2

変更後の留置する施設3

変更の理由4

７

I

伊、

参考事項5

(注意） 1 事例に応じ不要の文字を削ること。

2 戻し収容の申請を受けた家庭裁判所，刑の執行猶予の言渡しの取消しの申出を受けた検察

官又は刑の執行猶予の言渡しの取消請求を受けた裁判所の意見を求めた場合には，その旨を

「5 参考事項」欄に記戦すること。

(用紙日本工業規格A4)



別紙様式49

釈放手続
聿
冒I

年 月 日

地方更生保護委員会第部

部長委員

委員

委員

印
印
印
印保護観察所 長

次の者について，下記の留置を解き，釈放する。 角

氏名等

氏 名

本 籍

1

（ 年 日生）月

留置する旨の判断をした年月日時2

留置している施設3

留置の必要がなくなったと認める理由4

｜
I

参考事項5

角

事例に応じ不要の文字を削ること。

戻し収容の申請を受けた家庭裁判所，

(注意) 1

2 戻し収容の申請を受けた家庭裁判所，刑の執行猶予の言渡しの取消しの申出を受けた検察

官又は刑の執行猶予の言渡しの取消請求を受けた裁判所の意見を求めた場合には，その旨を

「5 参考事項」棚に記紋すること。

４
ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
１
１
１
１
‐
１
１
１

。
■
■
Ｉ
Ｂ
０
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
１
１
１
０
Ｊ
●
ｆ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｊ
８
Ⅱ
Ⅱ
８
１
０
■
Ⅱ
Ⅱ
６
日
■

(用紙日本工業規格A4)
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戻し収容の申請の結果に関する通知書

年 月 日

地方更生保護委員会

保護観察所長

（ 支部）

殿
殿

地方更生保護委員会

戻し収容の申出がなされた次の者について，下記のとおり家庭裁判所から戻し収容の申請
い、

に対する決定の通知を受けたので，通知します。

日生）年 月（氏 名1

家庭裁判所の決定に関する事項

決定裁判所 家庭裁判所

決定の日 年 月

決定内容

理 由

2

支部

日

参考事項3

/一、

(注意） 戻し収容の申出を受け留置していた場合には，留置を終了した日を「3参考事項」欄に記載

すること。

(用紙日本工業規格A4)



1
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保護観察停止についての通知書
’

●

年 月 日

殿保護司

保護観察所長

貴職が保護観察を担当している次の者について，下記のとおり保護観察の停止の決定がな

されたので，通知します。

/へ
1 氏 名 （ 年 月 日生）

保護観察の停止に関する事項

決定委員会 地方更生保護委員会

決定の日 年 月 日

2

3参考事項

八
(用紙類） 口所在調査経過報告書

(注意事項）

’ 上記の者に対する保護観察が停止されましたので，仮釈放期間満了日（

年 月 日）が到来しても，保護観察は終了しません。

2 上記の者の所在が判明し，保護観察の停止が解かれた場合には，保護観察が再開さ

れます。

3 保護観察が停止されている間は，引受人，家族その他の関係人に対し，必要な情報

の提供を求めるなどして所在の調査に努め，その結果を所在調査経過報告書に記載し

て，翌月5日までに提出してください。

5 上記の者の所在の判明に結びつく事実等を把握したときは，直ちに，電話等の適宜

の方法により保護観察所に連絡してください。 Ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

・

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

９

１

ｌ

１

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

１

Ｉ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

０

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
■
Ⅱ
日
日
■
Ｉ
Ｔ
Ｉ
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

(注意） 事例に応じ該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)
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保護観察停止解除・取消しについての通知書

月年 日

保護司 殿

保護観察所長

保護観察の停止を解く．貴職が保護観察を担当している次の者について，下記のとおり保胃

保護観察の停止を取り消す旨の決定がありましたので，通知します。

岸、
日生）年 月（氏名1

保護観察の停止の解除・取消しに関する事項

決定委員会

決定の日

2

地方更生保護委員会

年 月 日

保護観察の停止の解除の理由又は取消しの事由3

参考事項

保護観察の停止の解除後の仮釈放期間満了日

4

年 月 日

~、

(注意） 事例に応じ不要の文字を削ること。

(用紙日本工業規格A4)
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一時解除・仮解除中の状況の調査依頼書
｡一一

年 月 日

殿保護司

保護観察所長

現在一時解除・仮解除中の次の者について，そ（

仮解除中の状況の調査結果報告書により報告願います。

その生活状況等を調査の上，一時解除．

●

ﾉヘ
氏 名 （ 年 日生）月1

住 居2

一時解除又は仮解除の日 年 月3 日

参考事項4

内

｜

’主任官（ ）

’
(注意） 事例に応じ不要の文字を削ること。

Ｉ

(用紙日本工業規格A4)

ｄ
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一時解除・仮解除中の状況の調査結果報告書一

/~、

/~、

(注意) 1 事例に応じ該当する□にし印を付すなどしてください

2各欄には，調査を行った時点の状況等を記載するほか，一時解除，仮解除又は前回の調査以

降，特記すべき事項がある場合には，該当する棚に併せて記職してください。

3 ※欄は，保謹観察所が記載する欄です。

(用紙日本工業規格A4)

提出年月日

年 月 日

保護区 保護司

印

氏 名 面接等の日 年 月 日

住 所

心身の状況
口健康

口疾病

(疾病の場合の病名・病状）

家庭環境

(家族構成の変動の有無等）

(折合い）口和□やや不和口不和 （生計）口富裕口普通口貧困

(特記事項）
ー■■‐ー■■‐ー■■－－ー■■■■ー■■■■■■ーーｰ一一－一ー一一ー一一一一ｰ‐ーーｰｰｰー■■ーーー1■■ー■■ '■■■■■■■■ーーー■■■■－－■■■■■■■■■■■■■■■■ｰーｰ■■ー■■

交友関係

(友人の氏名，友人との関係，交友状況等）

■■ー■■■■■■■■■■ーー■■■■ー一一ー一一一■■■■ーーーー■■■■■■■■’■■■■■■ー一-一一一ーーーー一一■■一一■■■■■■■■■■ー■■■■‐ー■■ｰ■■ー■■‐■■■■‐■■ー■■■■■■ーー

就学状況

学校 年在学 口欠席なし口時々欠席口長期欠席

（特記事項）
ｰー一一－一一,■■■■■■■■■■ ，■■■■■■＝ーー‐ｰｰｰ■■一一ー■■ー■■ｰ一一■■■■ー■■■■■■ー■■＝ーー＝ーーーーｰ一一■■■■■■■■■■■■■■--1■■■■ｰ‐一＝ー■■ー■■■■■■

就業状況

(勤務先名） （職種）

(所在地） 電話 （ ）

(就業形態）口通勤口住込み口家業

(収入） 円 （稼働日数） 日/月

(就業状況）口勤勉口普通口怠惰 （保護観察の秘匿）口要口否

(特記事項）
1■■ーー■■■■■■■■■■■■一一一■■■■■■■■■■ー■■■■■■一一一■■ｰ■■ーー‐ー■■■■■■■■一一ー■■■■■■■■■■■■■■ｰーーー－－1■■ｰー＝4■■■■■■■■ｰーーーーーｰ■■ー■■■■一一

遵守事項の

遵守状況。

参考事項

口守っている口守っていない

ーー■■■■■■■■■■■■ー■■ー■■■■ー■■ローーー■■一一‐ー一一一‐‐ー‐■■一ｰ‐ー一一一■■一一ー‐ー■■ーー一一一‐■■■■■■ー■■■■■■－－－一一■■ー■■■■■■■■ー■■
■

調査者

の意見

(再び保護観察を行う必要があるかどうか）□ある□ない

(理由）

※

主任官の

判断とと

るべき措置

口保護観察の解除 口再度の一時解除 口一時解除の取消し

口仮解除の継続 口仮解除の取消し

一一一■■■■一一一■■一一ー,■■■■■■■■■■■■■■■■■■ーーーー一ｰ■■■■■■一一4■■■■■■■■■■ーー，■■■■■■一一一■■ー1■■ーー■■ー一一一ー一一‐'■■ー■■■■一一■■■■■■ー■■■■ー
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’

保護観察一時解除終了についての通知書
士一一

年 月 日

殿保護司

保護観察所長

貴職が担当している次の者について，

察を再開したので，通知します。

下記のとおり保護観察の一時解除を終了し，保護観

'へ
1 氏 名 （ 年 月 日生）

2保護観察一時解除の終了の日 年 月 日

保護観察一時解除の終了の事由

口一時解除の取消し

口一時解除の期間の満了

3

4参考事項

内

(添付書類） 口保護観察一時解除取消通知書

口遵守事項通知書

□その他（

口保護観察事件調査票

口生活行動指針通知書

）

(注意事項）

1 保護観察が再開されましたので，1 保護観察が再開されましたので，保護観察経過報告書を毎月提出してください。

2 上記の者に対し，次の事項について説示してください。

（1）保護観察の一時解除が終了し，保護観察が再開されたこと。

（2）遵守事項を遵守すること。

3 上記の者に対し，保護観察一時解除取消通知書を交付してください。

I

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

(注意） 事例に応じ不要の文字を削り，該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)
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仮解除についての通知書

年 月 日

保護司 殿
凸一・

保護観察所長

貴職が担当している次の者について，下記のとおり保護観察の仮解除の決定がなされたの

で，通知します。

年 月 日生）氏 名

仮解除に関する事項

決定委員会

決定の日

参考事項

（1

2

地方更生保護委員会

年 月 日

3

/今、

口仮解除期間における遵守事項通知書（添付書類）

（用紙類）

(注意事項）

口決定書の謄本

□その他（

口受領書（甲）

）

1 上記の者に対し，仮解除の決定書の謄本を交付した上，受領書（甲）を徴し， 当庁

あて送付してください。

2 上記の者に対し，以下の事項について説示してください。

（1）保護観察は仮解除されたが，終了はしていないので，仮解除の期間中，再び保護

観察を実施する必要があると認められるときは，仮解除が取り消され，再び保護観

察が実施されること。

（2）更生保護法第81条第3項の規定に基づき，一般遵守事項のうち，次の事項を引

き続き遵守しなければならないこと。

ア再び犯罪をすることがないよう，健全な生活態度を保持すること。

イ保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは， これに応じ，面接を

受けること。

ウ保護観察所の長に届け出た住居（転居の許可を受けた場合には当該許可に係る

住居）に居住すること。

エ転居をするときは，あらかじめ，保護観察所の長の許可を受けること。

（3）更生保護法第81条第4項の規定に基づき,保護観察が仮解除されたことにより，

特別遵守事項は取り消されたとみなされること。

（4）規則第55条第4項の規定に基づき，保護観察が仮に解除されたことにより，生

活行動指針も取り消されたとみなされること。

3仮解除の期間中，保護観察経過報告書を提出する必要はありませんが，上記の者に

事故（無断転居，所在不明，再犯等）が生じた場合には，直ちに事故報告書又は電話

等で報告してください。

また，再び保護観察を行う必要があると認められるときは，その旨を速やかに電話

等で連絡してください。

4 仮解除の期間中は， 当初は3月後に，その後はおおむね6月ごとに，上記の者の生

活状況等の調査を依頼することとなります。

/ー、

(注意） 事例に応じ不要の文字を削り，該当する□にし印を付すなどすること。

（用紙日本工業規格A4)
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仮解除取消しについての通知書

●一一

年 月 日

保護司 殿

保護観察所長

貴職が担当している次の者について，下記のとおり保誕観察の仮解除取消しが決定され，

保護観察を再開するので，通知します。

へ1 氏 名 （ 年 月 日生）

仮解除取消しに関する事項

決定委員会 地方更生保護委員会

決定の日 年 月 日

2

3仮解除取消しの理由

4参考事項

‐

(添付書類） 口決定書の謄本

口遵守事項通知書

□その他（

口受領書（甲）

口保護観察事件調査票

口生活行動指針通知書

） r合

(用紙類）

(注意事項）

1 保護観察の仮解除取消しの決定は，保護観察付執行猶予者に決定が告知（決定書の

謄本が交付された場合等）されることにより，効力が生じます。

保護観察は， 当該効力が生じた後に，再開することとなります。

2 上記の者に対し，仮解除取消しの決定書の謄本を交付する場合には，同謄本を受領

した旨について受領書（甲）を徴し，当庁あて送付してください。

3 上記の者に対し，次の事項について説示してください。

（1）保護観察の仮解除が取り消され，保護観察が再開されること。

（2）遵守事項を遵守すること。

4 保護観察の再開後は，保謹観察経過報告書を毎月提出してください。
’

ｌ

ｌ

ｌ

１
１

(注意） 事例に応じ不要の文字を削り，該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)

I

I
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保護観察担当終了通知書
､一一

年 月 日

保護司 殿

保護観察所長

貴職の担当は下記の事由により終了しましたので，通次の者に対する保護観察について，

知します。

/一、 日生）年（ 月氏 名1

年担当終了の日 月 日2

担当終了の事由

口保護観察の解除

口退 院

口戻し収容

口保護処分の取消し

口不定期刑の終了

口仮釈放の取消し

口刑の執行猶予の言渡しの取消し

口婦人補導院からの仮退院の取消し

口移送（移送先 保護観察所）

口担当変更

□その他（

3

声、

）

参考事項4

0

(注意事項） 上記の者に関する関係書類は， 当庁に返還してください。

(注意） 事例に応じ該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)
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生活環境調整事件ホルダー
(外側上）

、
Ｊ
死

生

24．0
cm

30.5cm

刀〉

一

事件番号 （） － 開始日
法定期間

の末日
終結日

ふりがな

氏名

生年月日

保護区

年 月 日

刑期終了日

又 は

期間満了日

前 件

記 録

開始事由

終結

事由

鮒考

仮釈放等
刑の執行終了
帰住予定地変更

ｑ
Ｊ
ｌ
６

その他（ ）

開始・担当指名日
生活環境調整

主任官

生活環境調整

担当保謹司

開始・担当指名

所長 統括 主任官 入力者

終 結

所長 統括 主任官 入力者

専
琶 灘襲蜑慕



刀 夛

(外側下）

24．0

Cm

30.5cm

騨
琶



1
（

’

別紙様式60

生活環境調整事件カード

(表）

/ヘ

(裏）

報告要旨
所及恩兇

追釧告
予定f15月

終結日 受理日 摘要

l執行停止3月を経過

2収容中の者でなくなっ
たとき
仮釈放等刑執行終了
退院保圃処分取澗
梱導処分失効恩赦
逃走死亡
その他（ ）

3帰住予定地変更

終結邪曲

門

鮒 砦

’

１
１(用紙日本工業規格A5)

’
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生活環境調整の計画

氏 名 年 月 日生）（●一

、~一

生活環境の調整事項，調整の方針及び調整に要する見込み期間1

生活環境の調整を行うに当たり配慮を要する事項2

倖、

保謹観察所において行う調査等

口刑事事件記録の閲覧等

口判決謄本等の送付依頼

口前科の照会 （口生活環境調整対象者

口戸籍謄本等の送付依頼 （口生活環境調整対象者

口暴力団関係照会 （口生活環境調整対象者

□その他（

3

口引受人）

口引受人）

口引受人）

）
角

参考事項

）今後の追報告の予定時期

4

年 月(1)

(2)

印年 月 日 保護観察官作成者

(用紙日本工業規格A4)



‐
Ｉ
ｑ
Ｉ
ｏ
ｒ
ｂ
９
ｌ
ｌ
４
当
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
ｆ
．
１
４
‐
１
１
１
●
Ｊ
１
１
Ｉ

１
１
０
１
１ 記載要領

1 事例に応じ該当する□にし印を付すなどすること。

2 「l 生活環境の調整事項，調整の方針及び調整に要する見込み期間」欄には，関係

記録の内容を踏まえ，生活環境の調整が必要な事項のうち特に留意して実施すべき事項

について，その実施上の問題点と方針を具体的に記載すること。また，調整事項ごとに

調整に要すると見込まれる期間を記載すること。

3 「2 生活環境の調整を行うに当たり配慮を要する事項」柵には，引受人との接触等

に当たって配慮すべき事項を具体的に記載すること。

4 「3 保護観察所において行う調査等」欄は，生活環境の調整の実施に当たって，保

護観察所において関係機関等に照会等を行う必要がある事項について記載すること。

/ヘ

r令

I

’

ノ

’
’

I

！
Ｉ
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生活環境調整担当通知書

年 月 日
一一

保護司 殿

保護観察所長

次の者について，生活環境の調整を担当していただくこととしましたので，通知します。

ついては，生活環境調整報告書を 年 月 日ころまでに提出してくだ

さい。

年 月 日生）（氏 名

生活環境調整の計画/へ

1 生活環境の調整事項，調整の方針及び調整に要する見込み期間

2 生活環境の調整を行うに当たり配慮を要する事項

3保護観察所において行う調査等

口刑事事件記録の閲覧等

口判決謄本等の送付依頼

口前科の照会 （口生活環境調整対象者

口戸籍謄本等の送付依頼 （口生活環境調整対象者

口暴力団関係照会 （口生活環境調整対象者

□その他（

4参考事項

（1）今後の追報告の予定時期 年 月

（2）

口引受人）

口引受人）

口引受人）
/垂、

）
’

(注意事項）

1 上記の計画に基づき，生活環境の調整を行ってください。

2 報告書の提出期限までに報告できない場合には，適宜の方法により生活環境調整主

任官に連絡してください。

3 仮釈放とならずに刑の執行が終了したときは，担当終了の通知書は送付されません

が，担当は終了しますので，関係書類を返還願います。

生活環境調整幸任官（ ）

(注意） 事例に応じ不要の文字を削り，該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)



I

｜
’

記載要領

1 「1 生活環境の調整事項，調整の方針及び調整に要する見込み期間」欄には，関係

記録の内容を踏まえ，生活環境の調整が必要な事項のうち特に留意して実施すべき事項

について，その実施上の問題点と方針を具体的に記載すること。また，調整事項ごとに

調整に要すると見込まれる期間を記載すること。

2 「2 生活環境の調整を行うに当たり配慮を要する事項」棚には，引受人との接触等

に当たって配慮すべき事項を具体的に記載すること。

3 「3 保護観察所において行う調査等」柵は，生活環境の調整の実施に当たって，保

護観察所において関係機関等に照会等を行う必要がある事項について記載すること。

4 裁判確定前の生活環境調整の担当を通知する場合は，本文中「生活環境調整報告書」

は「裁判確定前の生活環境調整結果報告書」と書き換えること。

'令
一

I〆、

日
・
ｂ
ｐ
ｌ
Ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
０
ｂ
ｌ
Ｉ
●
Ｉ
，
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
４
Ｉ
■
’
’
０
‐
０
，
１
０
１
１
１
Ｊ

’
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生活環境調整追報告依頼書

年 月 日●~ ＝

保護司 殿

保護観察所長

次の者の生活環境の調整について，生活環境調整追報告書を 年 月

日ころまでに提出してください。

日生）年（ 月1 氏 名
浄､

2連絡事項

緯、

3参考事項

（1）前回報告時の所長意見

（2）今後の追報告の予定時期

（3）

口帰住可口帰住不可口調整継続口非該当

年 月

(注意事項） 上記の期限までに報告できない場合には，適宜の方法により生活環境調整主

任官に連絡してください｡

）生活環境調整主任官（

(注意） 事例に応じ不要の文字を削り，該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)
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別紙様式64

生活環境調整担当終了通知書
ー~

年 月 日

殿保護司

保護観察所長

次の者の生活環境の調整について，貴職の担当は下記の事由により終了しましたので，通

知します。

内氏 名 （ 年 日生）1 月

担当終了の日 年2 月 日

担当終了の事由

口帰住予定地の変更（

口担当変更

□その他（

3

へ変更）

）

参考事項4

Ｉ

Ｉ

Ｂ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

１

ｌ

６

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ａ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｆ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

０

Ｉ

●

■

１

－

１

偽

(注意事項） 上記の者に関する関係書類は， 当庁に返還してください。

l
l

｜

’
(注意） 事例に応じ該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)



別紙様式65

裁判確定前の生活環境調整事件票

氏名等
ふりがな魎称･別名）

氏 名 （

本 籍

住 居

学籍・職業 無職・学生等・有職（職種

一

年 月 日生） 男・女

電話 （ ）

）

裁判に関する事項
言渡し裁判所 裁判所 支部

言渡しの日 年 月 日

確定の日 年 月 日

刑名・刑期 懲役・禁銅 年 月，執行猶予 年

犯罪に関する事項
罪 名

犯罪の概要

内

動機・原因

共犯者の状況

被害者等の心身の状況，生活状況，被害に関する心情，被害者等に対する謝罪・被害弁償又は
示談の状況その他参考事項

交友関係

家族その他の関係人の状況・家庭環境・居住地の生活環境

性格，心身の状況等
魚

1

生活歴

就業又は就学状況

生活の計画，その他参考事項

生活環境調整の計画

保護観察官 印作成者 年 月 日

(用紙日本工業規格A4)



I

1

記載要領
1 事例に応じ不要の文字を削ること。

2 「氏名等」欄

「ふりがな」には，通称・別名がある場合は（ ）書きで付記すること。

「学籍・職業」には，無職学生等（生徒を含む｡)，有職の別を○で囲むなどし，有職の

場合は（ ）内に職種を記載すること。

3 「犯罪に関する事項」欄

「被害者等の心身の状況，生活状況，被害に関する心情，被害者等に対する謝罪・被害弁償

又は示談の状況その他参考事項」には，被害者（犯罪により被害者が死亡し，又はその心身に

重大な故障があることを把握している場合には，その遺族及び法定代理人等を含む｡）の氏名

・住所・連絡先を記載するほか， 「心身の状況」については，通院状況及び精神的被害の状況

（犯罪に起因する心的外傷後ストレス障害(PTSD)の発症その他の精神的影響の内容）を，

「生活状況」については，就業先又は通学先（今後就業又は通学予定がある場合にはその旨及

び当該就業予定先又は通学予定先）及び犯罪がその後の生活に及ぼした支障の内容について知

り得る範囲で，それぞれ記載すること。また， 「その他参考事項」については，加害者に対す

る秘匿の要否等について知り得る範囲で記載すること。

4 「交友関係」欄

裁判確定前の保護観察付執行猶予者の改善更生に影響があると認められる交友，共犯者との

交際，不良集団（暴力団，暴走族，地域不良集団等） との交際等，生活環境調整実施上問題と

なる事項を，簡潔に記載すること。

5 「家族その他の関係人の状況・家庭環境・居住地の生活環境」欄

家族その他の関係人について，住所，氏名，続柄，年齢，職業，性行，家族構成（同居人を

含む｡）等の必要な事項を記載するほか，生計状況，家族間の折り合い，裁判確定前の保護観

察付執行猶予者の改善更生に対する理解・態度，地域環境等において，生活環境調整の実施上

問題となる事項を，簡潔に記載すること。

6 「性格，心身の状況等」柵

各種心理テストの結果,専門家の診断及び面接によって判明した性格上の問題点,知的障害，

精神障害，現在の健康状態，シンナー・覚せい剤等規制薬物使用状況等において，生活環境調

整の実施上問題となる事項を，簡潔に記載すること。

7 「生活歴」欄

裁判確定前の保護観察付執行猶予者の生育歴，教育歴，職業歴，非行・犯罪・処分歴等の生

活歴（取得した資格，運転免許等のほか，交通事件の場合は，交通事件違反歴及び本件による

行政処分の状況を含む｡）を簡潔に記載すること。

8 「就業又は就学状況」欄

学生等の場合は学校名及び学年，有職の場合は勤務先，収入，勤務状態等，生活環境調整の

実施上問題となる事項を，簡潔に記載すること。

9 「生活の計画，その他参考事項」欄

就業又は就学に関する希望・見通し等今後の生活計画のほか，生活環境調整の実施上問題と

なる事項や裁判確定前の保護観察付執行猶予者の改善更生に影響があると認められる重要な事

項を，簡潔に記載すること。

10 「生活環境調整の計画」棚

調整事項及び調整の方針，調整を行うに当たり配慮を要する事項，保護観察所において行う

調整の内容等について記載すること。

/へ

fヘ

１
１
１
１

I



別紙様式66

裁判確定前の生活環境調整結果報告書

岸、

伜、

(注意） ※印欄は，保謹観察所が記載する欄です。

(用紙日本工業規格A4)

Q一一

提出年月日

年 月 日

保護区 生活環境調整担当保護司

印

氏 名 （ 年 月 日生）

月 日 調整の結果

■■■■■■＝ｨ 1-■■－1■

０
０
０
０

生活環境調整

担当保護司の

意見・その他

参考事項

■■■■ー一一■■ーー■■ 4■■ーーーーーー－－.■■ｰ■■■■ー■■■■■■一一■■一一一ーー■■■■ 1■■ーー■■ーーー■■ー■■■■■■一一一■■■■■■一一ーー■■ー■■－－ｰｰ■■ー－－－＝

■■■■ーーー■■---ー■■ーｰ‐一一一ｰ一ーー■■ー■■■■■■一一ー一一■■■■■■■■■■ーーー■■■■■■ー■■■■ｰーーーーｰ■■ー■■－－－－■■■■■■■■■■■■ I■■一一ー一一ー

ー‐一一■■ー■■ーーー■■■■一一■■■■■■■■■■■■■■ー■■ー－－ー■■■■■■■■■■■■ーー■■一一一ｰーｰｰー‐ーーｰー■■■■■■■■■■■■ー一一一ー一一ーー一一ｰーｰーー

※

生活環境調整

主任官の所見
‐

、
■■■■ー一一ー■■■■ｰ一一■■■■ー■■■■■■■■ l■■■■■■ー■■ーｰ＝＝■■ー■■■■q■■■■■■一一一■■ー■■ー－－－‐■■一一■■■■■■■■■■■■■■■■--■■ｰー1■■ーー■■ 4■■一一■■ｰ＝



別紙様式67

裁判確定前の生活環境調整担当終了通知書
●ー

年 月 日

殿保護司

保護観察所長

次の者の裁判確定前の生活環境の調整について，

したので，通知します。

貴職の担当は下記の事由により終了しま

戸、
氏 名 （ 年 日生）1 月

担当終了の日 年 月 日2

担当終了の事由

口裁判の上訴

口居住地の変更等

口生活環境調整が行われることについての同意の撤回

口担当変更

□その他（

3

）

参考事項4

角

’

(注意事項） 上記の者に関する関係書類は， 当庁に返還して.ください。
｜

’
(注意） 事例に応じ，該当する□にし印を付すなどすること。

I

(用紙日本工業規格A4)
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別紙様式68

更生緊急保護事件ホルダー
(外側上）

24．0

qn

30．5cm

緯輔年次

ふりがな

氏名
生年月日 年 月 日 （男・女）

事件番号

受理日

法定期間
満了日

保護観察官 委託先
記入

事件簿 索引カード
特記事項

（ ）

● ●

（ ）

● ●

（ ）

● ●

（ ）

● ●

（ ）

● ●

（ ）

● ●

（ ）

● ●

（ ）

● ●

掛孫

灘埋

岬
幽



(外側下）

24．0

Cm

1

／

30.5cm

刀 〕



別紙様式69

氏 名 （ 年 月 日生）（ 歳)(男･女）

本 籍

住 居

種 ・一別 （一)刑執行終了 （二)刑執行免除 （三)執行猶予確定前

（四)執行猶予確定後 （五)起訴猶予 く六)罰金・科料

（七)労役場 （八)退院・仮退院期間満了 （九)補導処分執行終了

身体の拘束を解かれた日 年 月 日

犯罪行為の表示

犯数.刑名･刑期等 （初･累 入)懲・禁・拘 年 月（執行猶予期間 年）

労役場 日(罰･科 円） 罰金･科料 円

少年院在院期間 年 月

処分(釈放)庁 （ ）刑務所･拘置所･婦人補導院（ 支所）

（ ）裁判所･検察庁（ 支部）

（ ）少年院

認定資料 (1)保護カード (2)身上調査書 (3)裁判書 (4)その他（ ）

家庭環境，交友関係，親族の状況等

１
２
３
４

５
６
７

8

９
加角

11 更生緊急保護の対象となる者の性格，経歴，心身の状況，生活の能力，生活の計画等

12更生緊急保護を必要とする事情及びその対象となる者の意思

13保護の方針

口有n無更生緊急保護の対象となる者又はその扶養義務者の費用負担能力

面接の日 年 月 日

参考事項

４
５
６

１
１
１

印保護観察官調査者 年 月 日

年 月 日選定

保護観察所長

上記の者の更生緊急保護について，下記の措置を選定する。
角

）口委託する措置委託先（

（更生保護施設）

口宿泊 日間（ ． ． ～ ． ． ） 口解#耐 日間（ ・ ・ ～

口甦鶴職(そ蝿） 日間（ ． ． ～ ． ． ）

口甦鶴艤(鋤蹄砿淵日間（ ． ． ～ ． ． ）

（更生保護施設以外）

口宿泊 日間（ ． ． ～ ・ ・ ） 口食事給与 日間（ ． ． ～

口甦聴艤(舷鞘淵 日間（ ． ． ～ ． ． ）

口甦鶏艤(鋤鮪回鬮胤） 日間（ ． ． ～ ． ． ）

口自庁でとる措置

口食事付宿泊 日間（ ． ． ～ ． ． ）

口宿泊 日間（ ． ． ～ ． ． ）

口食事給与 （ 円）（ 食分）

口帰住援助 （旅費給与 円）(割引証交付片道･往復･無)（ 線 駅まで）

口金品の給与・貸与（

□その他 （

口措置しない

（注意） 事例に応じ不要の文字を削り，該当する項目に○印を，□にし印を付すなどすること。

）

）

ｊ
ｊ

(用紙 日本工業規格A4)
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記載要領

1 法第85条第4項本文に規定する期間内に再度の更生緊急保護の申出があり，更生緊急
保護の措置を委託せず，記載すべき事項に変動がない場合には， 「2本籍」欄から「9
認定資料」欄までは記載を要しない。

2 「8処分（釈放）庁」は以下により記載すること。

（1）法第85条第1項第1号，第2号，第7号又は第8号に規定する者にあっては，身体

の拘束を解かれた時点において収容されていた矯正施設の名称

（2）同項第3号，第4号又は第6号に規定する者にあっては， 当該言渡しをした裁判所の

名称

（3）同項第5号に規定する者にあっては， 当該処分をした検察庁の名称

3 「12更生緊急保護を必要とする事情及びその対象となる者の意思」欄には，調査時に

おける所持金についても調査の上，適宜記載すること。

4更生緊急保護（その他）の措置を委託して実施するときは， 「12保護の方針」欄に，

更生緊急保護（その他）の具体的な方針等を記載すること。

5 「16参考事項」欄には，活用できる社会資源,その他参考となる事項を記載するほか，

過去に更生緊急保護等の措置を行った場合には，その内容を記載すること。

6 「委託する措置」の「更生緊急保護（その他)」欄には，法第85条第1項に掲げる更

生緊急保護の措置のうち，規則第1’6条の規定による措置を除いたものを記載すること。

7 「自庁でとる措置」の「その他」欄には，医療若しくは療養の援助，就職の援助，教養

訓練の援助，職業に関する補導，生活指導又は生活環境の調整等その内容を簡潔に記載す

I

’
1

円

ること。

’
内

Ｉ

１

ｑ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

、
１
１
ノ



別紙様式70

刑の執行停止中の措置事件票

雌
氏
本
住
職

一等
名
籍
居
業

（ 年 月 日生）

裁判に関する事項

言渡し裁判所

言渡しの日

確定の日

罪 名

刑名・刑期

刑期起算日

裁判所 部
日
日

支

年
年

月
月

倖、

年
月

懲役・禁鍋

年

月
日

刑の執行停止に関する事項

執行停止の日

執行停止の事由

年 月 日

検察官の請求に関する事項

請求をした検察官 検察庁

請求があった日 年

支部検察官

月 日

適当と認める指導監督，補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置及びその方針PW

参考事項

作成者 年 月 日 保護観察官 印

(用紙日本工業規格A4)
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別紙様式71

刑の執行停止中の措置事件担当通知書 》
ー÷

年 月 日

殿保護司

保護観察所長

刑の執行を停止されている次の者について，検察官の請求に基づき，過

とることとし，貴職に担当していただくことにしましたので，通知します。

適当と認める措置を

円
1 氏 名 （ 年 月 日生）

2適当と認める措置

3連絡事項

’

角
’

’
口刑の執行停止中の措置事件票

口刑の執行停止中の措置の経過報告書

(添付書類）

(用紙類） 口事故報告書

(注意事項）

1 毎月の刑の執行停止中の措置の経過報告書は，1 毎月の刑の執行停止中の措置の経過報告書は，翌月5日までに提出してください。

2 上記の者について事故（所在不明等）が生じた場合には，直ちに事故報告書又は電

話等で報告してください。

ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ

取扱者（ ）

(注意） 事例に応じ該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)

1
1
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別紙様式72

刑の執行停止中の措置の経過報告書

年 月分）（

岸、

角

(注意） ※印欄は，保護観察所が記載する欄です。

（用紙日本工業規格A4)

■－

提出年月日

年 月 日

保護区 保護司

印

氏 名 （ 年 月 日生）

日 措置の経過

■
■
ｑ
ｑ

－
一
一
一
一
ロ
一
二
一
一
一
一
二
ロ
一
ロ
ロ

ロ
一
一
一
一
ロ
ロ
一
一
一
一
一
・
｝
一
一
口

一
一
一
一
一
専
一
一
一
】
一
』
ロ
一
口
一
一

・
一
一
一
一
口
一
一
や
一
ｒ
一
一
・
一
一
一
一

一
ロ
』
一
一
一
口
一
画
一
一
一
一
二
一
宰
口

一
一
・
一
一
一
一
一
』
一
一
一
一
一
一
一
一

■■ｰ■■ｰ－－q■■一一一■■■■ー■■一一ー一一■■－1■■－－■■ー■■■■ーー‐ー一一一■■■■ー■■ 1■■■■■■ー■■■■■■ー-4■■■■■■-4■■ー■■■■■■■■ｰ一一■■■■■■■■■■ー■■ｰー一一■■■■~1■■ーー■■■■

今後の措置に

ついての保護

司の意見・そ

の他参考事項

ｰ■■一一一Ⅱ■■ｰ一一ｰｰ一一一一一■■■■■■ー■■■■■■ーー＝‐－4■■■■■■ｰー一一一-一■■一ー一ーｰ一一一一■■■■■■ー■■ー■■ｰーｰ■■－－－－－■■■■■■■■■■1■
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※

保護観察官

の所見

■■ーー■■■■■■■■ ｨ■■ーー■■ー－－ー■■－－－■■ｰ一一一■■－－－－ｰ--■■ー■■■■■■ー■■■■■■ー■■ー■■－－－■■■■■■ 1■■‐一一ー■■■■■■ー■■■■ー■■ー■■ー■■－句
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別紙様式73

刑の執行停止中の措置事件担当終了通知書
わ一一

年 月 日

殿保護司

保護観察所長

次の者に対する刑の執行停止中の措置について，貴職の担当は下記の事由により終了しま

したので，通知します。

角
氏 名 （ 年 日生）月1

担当終了の日 年 月2 日

担当終了の事由

口刑の執行停止の取消し

口担当変更

□その他保護措置を不要とする事由（

3

）

参考事項4

’
角

､

(注意事項） 上記の者に関する関係書類は， 当庁に返還してください。

’

’
(注意） 事例に応じ該当する□にし印を付すなどすること。

(用紙日本工業規格A4)
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別紙様式74

保護観察終結通知書（甲）

支部殿家庭裁判所
保護観察所長

年 月分

記載要領
1 保謹処分を決定した家庭裁判所ごとに別葉で作成すること。
2 「終結事由」欄には，解除，期間満了，死亡又は保護処分取消しと記載すること。
3 再非行等により保護処分が競合取消しとなった場合には，本件と競合する処分の決定（確定）日及びその内容を「備考」欄に記
載すること。

進行
番号

氏 名
生年月日・性別 非行名 保護観察期間

終結の日
終結事由 備考

年 月 日生（男・女）

自 ● ●

華 。 。

● ● 1

年 月 日生（男・女）

自 ● ●

季 。 。

● ●

年 月 日生（男・女）

自
0

● ●

華 。 。

● ●

年 月 日生（男・女）

自 ● ●

季 。 。

● ●

年 月 日生（男・女）

自 ● ●

李 。 。

● ●

年 月 日生（男・女）

自 ● ●

華 。 。

● ●

年 月 日生（男・女）

●
●

●
●

自
至

● ●

年 月 日生（男・女）

自 ● ●

華 。 。

● ●

年 月 日生（男・女）

自 ● ●

華 。 。

● ●



I
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別紙様式75

保護観察終結通知書（乙）

年 月 日

家庭裁判所 支部殿

少 年 院 長殿

保護観察所長

次の者の保護観察の終結の状況等について，下記のとおり通知します。

円
氏名等

氏 名

仮退院施設

保護観察期間

1

（ ． 年 月 日生）

年 月 日から 年 月 日まで

保護観察の終結時の状況等

保護観察終結日 年 月 日

保護観察終結事由 口保護処分取消し口期間満了口死亡

就業状況

職種

就業形態口通勤口住込口家業

就業態度口勤勉口普通口怠惰

就学状況

学校名・学年

就学態度口勤勉口時々欠口長欠

家 庭 口和 □やや不和口不和口非該当

交 友 口良 口普通 口不良

特別遵守事項

2

I
角

保護観察期間中の遵守事項の遵守の状況その他保護観察実施上の特記事項3

参考事項4

’(注意） 事例に応じ不要の文字を削り，該当する□にし印を付すなどすること。

（用紙日本工業規格A4)
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刑の時効完成による保護観察事件終結通知書
一

年 月 日

検察庁 支部検察官殿

保護観察所長

刑の時効完成により下記のとおり終結したので，通知し次の者に対する保護観察事件は，

ます。

4－

角
日生）年 月（氏名等

氏 名

本 籍

居住すべき住居

1

裁判に関する事項

言渡し裁判所

言渡しの日

確定の日

罪 名

刑名・刑期

2

裁判所

年

年

部
日
日

支

月
月

懲役・禁銅 年 月

仮釈放に関する事項

決定委員会

決定の日

仮釈放施設

仮釈放の日

3

f一、 地方更生保護委員会

年 月 日

年 月 日

保護観察の停止に関する事項

決定委員会

決定の日

効力発生日

4

地方更生保護委員会

年 月 日

年 月 日

年 月 日刑の時効完成の日5

参考事項6

(用紙日本工業規格A4)
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別紙参考様式1

保護観察の開始に当たって
阜一

地方更生保護委員会

あなたは，仮釈放を許す旨の決定を受け本日釈放されますが，仮釈放の期間中は

保護観察に付されます。保護観察の開始に当たって，次の事項に注意してください。

1 保護観察の開始に当たり，あなたの保護観察を実施する保護観察所から，下記戸冨
のとおり面接のための呼出しがされていますのでお知らせします。

●■■■●p■■、●■■●●ｰ■●■■●■■■●●■■■●■■●●■■●■■■●●■■■■■■●e■■●●■■■●1■●●●■■■■■■●●I■■■●■■■｡■U■■●■■●●■I■●●■■■●■■■●■■●■■■●●■■■●■■●●■■●●■■●■|■■●●
D

● ●
■ ●

0

0 ．
●

■ a
■

0

0 、平成 1年 月 日（ ）まで呼出しの日： ．
●

■

I ．● ●
●

0

1| ,__==. ,.==:=, _" "__=."=_, ;■ ●
■

O

I O
■ : __="wi( ､".""":
■ ● 0

0 、保護観察所 ，（ 支部陰存官事務所）

保護観察所： i
■

●

0

● ■
●

0 戸 、
雷話番言: wf wE" |

（ ） ，
■

●

0 ．● ●
●

0 。● ●

所存蛾; (EU"ttm=E) ;
●

0

0 ．■ ■
●

0 。● ■（別添地図参照） ！
■

0 0

● ●
●

0
●

●

1., ,4 ,, .＝｡＝. . ，『 ，‘ ､ ..........….….…,ﾛ…ﾛ…－….…....... ，、 二・ﾛ.…ﾛ.， ,......…...･･…,ﾛ…...， ，.-……...DJ

2 呼出しの日までに上記保護観察所に出頭しなかった場合には，遵守事項通知書′角

記載の一般遵守事項2のイを守らなかったこととなり，再び矯正施設に収容され

ることがあります。

3 保護観察所では，保護観察期間中に守るべき遵守事項に関する説明や保護観察

期間中の注意事項等について説明がありますので，呼び出された日までに必ず出

頭してください。

作成要領少年院仮退院者に交付するときは， 「仮釈放」とあるのを「少年院からの仮退院」と，

婦人補導院仮退院者に交付するときは， 「仮釈放」を「婦人補導院からの仮退院」と修

正すること｡

I



別紙参考様式2

保護観察状況等報告書（乙）
Q一一

年 月 日

裁判所 支部殿

保護観察所長

次の者の保護観察状況等について，下記のとおり報告します。

氏名等

氏 名

住 居

保護観察の期間等

保護観察期間

主任官

、担当保護司

特別遵守事項

1

内
日生）年 月（＝

－

2

日まで年 月年 月 日から

3

生活行動指針4

就 業 （職 業）

（就業状況）

5

勤勉・普通・怠惰 通勤・住込・家業

角
良・普涌・不良交 友6

ー

和．やや和。やや不和・不和・不該当家 庭7

富裕・普通・貧困・極貧生 計8

保護観察の経過等（保護観察の実施過程で問題となった事項等）9

10参考事項

（1）言渡し裁判官

（2）言渡しの日 年 月 日 r

(3)報告事由 開始後6月（経過・所在不明・再犯）・取消し・期間満了・死亡

(用紙日本工業規格A4)

一


